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平成23年7月分賃金実態額（産業別）

項目 対象常用 賃金支払の状況 平　　均 平　　均

労働者数 所定内賃金 所定外賃金 総　額 勤続年数 年　　齢

産業 （人） （千円） （千円） （千円） （年） （歳）

製造業　窯業・土石

　　男　女 530 262 22 284 9.2 26.4

男　　子 347 280 28 308 12.0 33.6

事　　務 130 320 12 332 14.2 36.7

生　　産 217 257 38 295 10.7 31.8

女　　子 183 227 9 236 3.9 12.7

事　　務 109 270 3 273 3.6 8.7

生　　産 74 164 17 181 4.3 18.6

製造業　鉄鋼・非鉄

　　男　女 847 201 24 225 5.7 23.1

男　　子 433 243 37 280 8.7 28.7

事　　務 147 293 32 325 9.4 22.9

生　　産 286 218 39 257 8.3 31.6

女　　子 414 156 11 167 2.5 17.2

事　　務 57 196 13 209 7.2 20.0

生　　産 357 150 11 161 1.8 16.8

製造業　金属製品

　　男　女 2,135 247 54 301 11.6 38.9

男　　子 1,672 258 65 323 11.6 37.4

事　　務 444 325 22 347 17.4 49.0

生　　産 1,228 234 80 314 9.5 33.2

女　　子 463 209 16 225 11.3 44.5

事　　務 185 259 13 272 14.9 48.8

生　　産 278 176 17 193 9.0 41.6

製造業　一般機器等

　　男　女 12,735 280 37 317 13.8 33.6

男　　子 9,759 300 42 342 13.3 33.2

事　　務 3,866 355 38 393 11.8 28.3

生　　産 5,893 264 45 309 14.3 36.5

女　　子 2,976 215 18 233 15.5 35.0

事　　務 1,276 221 12 233 12.6 30.6

生　　産 1,700 210 23 233 17.6 38.2

製造業　その他

　　男　女 860 243 40 283 16.9 28.1

男　　子 703 254 42 296 16.8 28.4

事　　務 100 346 13 359 16.9 32.9

生　　産 603 239 47 286 16.8 27.6

女　　子 157 190 29 219 17.3 26.9

事　　務 48 219 27 246 13.7 28.7

生　　産 109 178 31 209 18.8 26.1
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平成23年7月分賃金実態額（産業別）

項目 対象常用 賃金支払の状況 平　　均 平　　均

労働者数 所定内賃金 所定外賃金 総　額 勤続年数 年　　齢

産業 （人） （千円） （千円） （千円） （年） （歳）

電気・ガス・水道業

　　男　女 1,117 316 25 341 12.0 36.8

男　　子 974 331 27 358 12.4 36.7

事　　務 328 371 10 381 14.5 39.1

生　　産 646 310 35 345 11.3 35.4

女　　子 143 214 11 225 9.3 37.4

事　　務 77 228 9 237 10.4 35.5

生　　産 66 199 13 212 8.1 39.6

通信・放送業

　　男　女 329 301 37 338 10.2 26.0

男　　子 257 316 42 358 11.4 28.6

事　　務 119 343 26 369 15.2 37.0

生　　産 138 293 55 348 8.1 21.3

女　　子 72 244 22 266 6.0 16.7

事　　務 59 239 23 262 5.4 14.0

生　　産 13 267 15 282 8.6 29.0

運輸業

　　男　女 4,781 243 34 277 14.6 38.2

男　　子 3,490 253 37 290 14.3 37.6

事　　務 1,452 300 25 325 16.5 40.8

生　　産 2,038 219 45 264 12.8 35.4

女　　子 1,291 217 27 244 15.5 39.6

事　　務 419 210 12 222 14.9 38.4

生　　産 872 220 34 254 15.7 40.1

卸売・小売業

　　男　女 3,583 279 48 327 13.5 37.6

男　　子 2,905 303 56 359 13.9 38.2

事　　務 1,958 343 52 395 15.8 40.0

生　　産 947 220 63 283 10.1 34.6

女　　子 678 175 13 188 11.8 34.8

事　　務 425 197 17 214 14.4 36.7

生　　産 253 138 5 143 7.5 31.6

金融・保険業

　　男　女 1,226 347 53 400 16.7 36.5

男　　子 947 377 60 437 17.2 37.2

事　　務 437 425 41 466 16.8 34.7

生　　産 510 335 76 411 17.5 39.4

女　　子 279 247 30 277 15.2 34.0

事　　務 117 276 16 292 12.7 28.6

生　　産 162 227 41 268 16.9 37.9
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平成23年7月分賃金実態額（産業別）

項目 対象常用 賃金支払の状況 平　　均 平　　均

労働者数 所定内賃金 所定外賃金 総　額 勤続年数 年　　齢

産業 （人） （千円） （千円） （千円） （年） （歳）

医療・福祉

　　男　女 10,343 250 30 280 9.2 28.3

男　　子 4,369 313 44 357 12.1 33.6

事　　務 2,518 362 42 404 12.7 28.0

生　　産 1,851 247 46 293 11.1 41.2

女　　子 5,974 204 20 224 7.1 24.4

事　　務 4,363 196 21 217 6.7 21.9

生　　産 1,611 224 17 241 8.4 31.3

サービス業

　　男　女 1,977 260 30 290 8.7 30.1

男　　子 1,063 284 38 322 9.8 32.3

事　　務 478 331 29 360 8.0 24.5

生　　産 585 245 45 290 11.3 38.8

女　　子 914 232 20 252 7.4 27.4

事　　務 635 218 21 239 4.0 18.4

生　　産 279 264 19 283 15.0 48.0
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平成23年7月分賃金実態額（労組別）

項目 対象常用 賃金支払の状況 平　　均 平　　均

労働者数 所定内賃金 所定外賃金 総　額 勤続年数 年　　齢

労組有無 （人） （千円） （千円） （千円） （年） （歳）

全体

　　男　女 47,473 265 34 299 12.3 32.9

男　　子 30,929 295 42 337 13.5 34.4

事　　務 14,333 346 36 382 13.4 32.3

生　　産 16,596 252 47 299 13.5 36.2

女　　子 16,544 207 20 227 10.0 30.1

事　　務 9,487 211 19 230 8.5 26.4

生　　産 7,057 201 20 221 12.1 35.1

労働組合有

　　男　女 13,513 270 31 301 13.2 34.4

男　　子 9,870 295 37 332 13.6 34.1

事　　務 5,214 328 32 360 12.7 31.3

生　　産 4,656 258 42 300 14.6 37.2

女　　子 3,643 201 15 216 12.1 35.3

事　　務 1,753 210 10 220 11.0 33.9

生　　産 1,890 192 20 212 13.1 36.6

労働組合無

　　男　女 33,960 263 35 298 11.9 32.3

男　　子 21,059 296 44 340 13.4 34.5

事　　務 9,119 356 38 394 13.7 32.9

生　　産 11,940 250 49 299 13.1 35.7

女　　子 12,901 209 21 230 9.5 28.7

事　　務 7,734 212 22 234 8.0 24.7

生　　産 5,167 204 20 224 11.7 34.6
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初任給・モデル賃金【基本給】　（規模別）

項目

勤続年数 金 額 勤続年数 金 額 勤続年数 金 額 勤続年数 金 額

規模 (百円) (百円) (百円) (百円)

初任給 初任給 1,209 初任給 1,397 初任給 1,557 初任給 1,732

( 44 ) ( 331 ) ( 247 ) ( 275 ) 

20 5年 1,342 2年 1,457

( 40 ) ( 249 ) 

25 10年 1,499 7年 1,656 5年 1,757 3年 1,860

( 39 ) ( 245 ) ( 187 ) ( 202 ) 

30 15年 1,635 12年 1,872 10年 1,985 8年 2,119

( 39 ) ( 245 ) ( 182 ) ( 196 ) 

全　体 35 20年 1,931 17年 2,118 15年 2,227 13年 2,371

( 37 ) ( 233 ) ( 174 ) ( 195 ) 

40 25年 2,088 22年 2,343 20年 2,468 18年 2,637

( 35 ) ( 228 ) ( 172 ) ( 186 ) 

45 30年 2,255 27年 2,558 25年 2,706 23年 2,938

( 35 ) ( 219 ) ( 169 ) ( 191 ) 

50 35年 2,455 32年 2,761 30年 2,908 28年 3,174

( 36 ) ( 211 ) ( 164 ) ( 179 ) 

55 40年 2,636 37年 2,904 35年 3,085 33年 3,383

( 38 ) ( 195 ) ( 158 ) ( 179 ) 

初任給 初任給 1,147 初任給 1,373 初任給 1,529 初任給 1,707

( 25 ) ( 150 ) ( 106 ) ( 121 ) 

20 5年 1,232 2年 1,411

( 22 ) ( 108 ) 

25 10年 1,343 7年 1,613 5年 1,709 3年 1,841

( 19 ) ( 104 ) ( 77 ) ( 83 ) 

30 15年 1,403 12年 1,803 10年 1,900 8年 2,088

( 19 ) ( 106 ) ( 73 ) ( 83 ) 

30～99人 35 20年 1,773 17年 2,084 15年 2,157 13年 2,354

( 18 ) ( 98 ) ( 69 ) ( 82 ) 

40 25年 1,855 22年 2,326 20年 2,387 18年 2,603

( 16 ) ( 96 ) ( 69 ) ( 76 ) 

45 30年 1,954 27年 2,489 25年 2,612 23年 2,890

( 15 ) ( 91 ) ( 68 ) ( 80 ) 

50 35年 2,182 32年 2,670 30年 2,788 28年 3,085

( 17 ) ( 89 ) ( 64 ) ( 72 ) 

55 40年 2,403 37年 2,812 35年 2,927 33年 3,327

( 19 ) ( 81 ) ( 59 ) ( 74 ) 

初任給 初任給 1,295 初任給 1,381 初任給 1,529 初任給 1,709

( 16 ) ( 102 ) ( 77 ) ( 88 ) 

20 5年 1,373 2年 1,455

( 14 ) ( 87 ) 

25 10年 1,518 7年 1,645 5年 1,758 3年 1,827

( 15 ) ( 84 ) ( 65 ) ( 71 ) 

30 15年 1,760 12年 1,862 10年 1,986 8年 2,077

( 14 ) ( 82 ) ( 63 ) ( 67 ) 

100～299人 35 20年 2,112 17年 2,106 15年 2,270 13年 2,359

( 13 ) ( 81 ) ( 61 ) ( 69 ) 

40 25年 2,323 22年 2,333 20年 2,505 18年 2,624

( 13 ) ( 79 ) ( 61 ) ( 66 ) 

45 30年 2,531 27年 2,604 25年 2,762 23年 2,929

( 13 ) ( 76 ) ( 60 ) ( 67 ) 

50 35年 2,722 32年 2,789 30年 2,972 28年 3,203

( 13 ) ( 72 ) ( 59 ) ( 65 ) 

55 40年 2,898 37年 2,949 35年 3,153 33年 3,355

( 13 ) ( 69 ) ( 58 ) ( 62 ) 

短大・高専・専門学校卒 大 学 卒満

年
齢

中 学 卒 高 校 卒
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初任給・モデル賃金【基本給】　（規模別）

項目

勤続年数 金 額 勤続年数 金 額 勤続年数 金 額 勤続年数 金 額

規模 (百円) (百円) (百円) (百円)

初任給 初任給 1,350 初任給 1,519 初任給 1,664 初任給 1,836

( 1 ) ( 24 ) ( 17 ) ( 20 ) 

20 5年 750 2年 1,619

( 2 ) ( 12 ) 

25 10年 1,161 7年 1,812 5年 1,851 3年 1,943

( 3 ) ( 13 ) ( 10 ) ( 12 ) 

30 15年 1,246 12年 2,138 10年 2,282 8年 2,460

( 3 ) ( 15 ) ( 12 ) ( 10 ) 

300～499人 35 20年 1,928 17年 2,242 15年 2,337 13年 2,430

( 2 ) ( 12 ) ( 10 ) ( 10 ) 

40 25年 2,160 22年 2,431 20年 2,744 18年 2,872

( 2 ) ( 12 ) ( 9 ) ( 9 ) 

45 30年 2,380 27年 2,652 25年 2,953 23年 3,190

( 2 ) ( 12 ) ( 8 ) ( 10 ) 

50 35年 2,940 32年 2,981 30年 3,253 28年 3,545

( 1 ) ( 13 ) ( 9 ) ( 9 ) 

55 40年 3,000 37年 3,235 35年 3,523 33年 3,956

( 1 ) ( 9 ) ( 8 ) ( 10 ) 

初任給 初任給 - 初任給 1,375 初任給 1,561 初任給 1,727

( 0 ) ( 22 ) ( 16 ) ( 14 ) 

20 5年 0 2年 1,429

( 1 ) ( 17 ) 

25 10年 0 7年 1,601 5年 1,718 3年 1,862

( 1 ) ( 17 ) ( 13 ) ( 12 ) 

30 15年 0 12年 1,785 10年 1,888 8年 2,059

( 1 ) ( 17 ) ( 13 ) ( 12 ) 

500～999人 35 20年 - 17年 1,981 15年 2,093 13年 2,240

( 0 ) ( 17 ) ( 13 ) ( 11 ) 

40 25年 - 22年 2,133 20年 2,255 18年 2,422

( 0 ) ( 17 ) ( 13 ) ( 12 ) 

45 30年 2,260 27年 2,245 25年 2,418 23年 2,644

( 1 ) ( 16 ) ( 13 ) ( 11 ) 

50 35年 2,455 32年 2,427 30年 2,608 28年 2,860

( 1 ) ( 15 ) ( 13 ) ( 11 ) 

55 40年 2,637 37年 2,582 35年 2,839 33年 3,129

( 1 ) ( 15 ) ( 13 ) ( 11 ) 

初任給 初任給 1,217 初任給 1,487 初任給 1,663 初任給 1,829

( 2 ) ( 33 ) ( 31 ) ( 32 ) 

20 5年 1,169 2年 1,605

( 5 ) ( 25 ) 

25 10年 1,339 7年 1,812 5年 1,908 3年 1,977

( 5 ) ( 27 ) ( 22 ) ( 24 ) 

30 15年 1,459 12年 2,090 10年 2,166 8年 2,236

( 6 ) ( 25 ) ( 21 ) ( 24 ) 

1,000人以上 35 20年 2,052 17年 2,318 15年 2,362 13年 2,501

( 4 ) ( 25 ) ( 21 ) ( 23 ) 

40 25年 2,221 22年 2,547 20年 2,649 18年 2,808

( 4 ) ( 24 ) ( 20 ) ( 23 ) 

45 30年 2,428 27年 2,831 25年 2,949 23年 3,161

( 4 ) ( 24 ) ( 20 ) ( 23 ) 

50 35年 2,627 32年 3,136 30年 3,154 28年 3,380

( 4 ) ( 22 ) ( 19 ) ( 22 ) 

55 40年 2,794 37年 3,197 35年 3,340 33年 3,518

( 4 ) ( 21 ) ( 20 ) ( 22 ) 

満
年

齢

中 学 卒 高 校 卒 短大・高専・専門学校卒 大 学 卒
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初任給・モデル賃金【基本給】　（産業別）

項目

勤続年数 金 額 勤続年数 金 額 勤続年数 金 額 勤続年数 金 額

規模 (百円) (百円) (百円) (百円)

初任給 初任給 1,209 初任給 1,397 初任給 1,557 初任給 1,732

( 44 ) ( 331 ) ( 247 ) ( 275 ) 

20 5年 1,342 2年 1,457

( 40 ) ( 249 ) 

25 10年 1,499 7年 1,656 5年 1,757 3年 1,860

( 39 ) ( 245 ) ( 187 ) ( 202 ) 

30 15年 1,635 12年 1,872 10年 1,985 8年 2,119

( 39 ) ( 245 ) ( 182 ) ( 196 ) 

調査産業計 35 20年 1,931 17年 2,118 15年 2,227 13年 2,371

( 37 ) ( 233 ) ( 174 ) ( 195 ) 

40 25年 2,088 22年 2,343 20年 2,468 18年 2,637

( 35 ) ( 228 ) ( 172 ) ( 186 ) 

45 30年 2,255 27年 2,558 25年 2,706 23年 2,938

( 35 ) ( 219 ) ( 169 ) ( 191 ) 

50 35年 2,455 32年 2,761 30年 2,908 28年 3,174

( 36 ) ( 211 ) ( 164 ) ( 179 ) 

55 40年 2,636 37年 2,904 35年 3,085 33年 3,383

( 38 ) ( 195 ) ( 158 ) ( 179 ) 

初任給 初任給 140 初任給 150 初任給 155 初任給 160

( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) 

20 5年 0 2年 -

( 1 ) ( 0 ) 

25 10年 0 7年 - 5年 - 3年 -

( 1 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

30 15年 0 12年 - 10年 - 8年 -

( 1 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

鉱業 35 20年 - 17年 - 15年 - 13年 -

( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

40 25年 - 22年 - 20年 - 18年 -

( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

45 30年 - 27年 - 25年 - 23年 -

( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

50 35年 - 32年 - 30年 - 28年 -

( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

55 40年 - 37年 - 35年 - 33年 -

( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

初任給 初任給 1,431 初任給 1,313 初任給 1,450 初任給 1,557

( 2 ) ( 17 ) ( 18 ) ( 17 ) 

20 5年 1,073 2年 1,358

( 3 ) ( 15 ) 

25 10年 1,206 7年 1,583 5年 1,710 3年 1,752

( 3 ) ( 16 ) ( 17 ) ( 15 ) 

30 15年 1,319 12年 1,906 10年 2,042 8年 2,111

( 3 ) ( 15 ) ( 14 ) ( 15 ) 

建設業 35 20年 2,105 17年 2,149 15年 2,304 13年 2,399

( 2 ) ( 16 ) ( 14 ) ( 13 ) 

40 25年 2,206 22年 2,371 20年 2,561 18年 2,652

( 2 ) ( 15 ) ( 14 ) ( 13 ) 

45 30年 2,355 27年 2,706 25年 2,803 23年 2,920

( 2 ) ( 13 ) ( 13 ) ( 14 ) 

50 35年 2,491 32年 2,872 30年 2,988 28年 3,119

( 2 ) ( 12 ) ( 13 ) ( 13 ) 

55 40年 2,662 37年 3,027 35年 3,044 33年 3,239

( 3 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 ) 

大 学 卒満

年

齢

中 学 卒 高 校 卒 短大・高専・専門学校卒
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初任給・モデル賃金【基本給】　（産業別）

項目

勤続年数 金 額 勤続年数 金 額 勤続年数 金 額 勤続年数 金 額

規模 (百円) (百円) (百円) (百円)

初任給 初任給 1,250 初任給 1,425 初任給 1,588 初任給 1,768

( 19 ) ( 159 ) ( 100 ) ( 121 ) 

20 5年 1,348 2年 1,506

( 19 ) ( 123 ) 

25 10年 1,469 7年 1,698 5年 1,778 3年 1,899

( 19 ) ( 121 ) ( 81 ) ( 91 ) 

30 15年 1,593 12年 1,910 10年 1,968 8年 2,133

( 18 ) ( 121 ) ( 79 ) ( 89 ) 

製造業 35 20年 1,918 17年 2,155 15年 2,243 13年 2,379

( 18 ) ( 113 ) ( 73 ) ( 90 ) 

40 25年 2,063 22年 2,361 20年 2,468 18年 2,635

( 16 ) ( 111 ) ( 72 ) ( 83 ) 

45 30年 2,252 27年 2,591 25年 2,740 23年 2,968

( 15 ) ( 105 ) ( 73 ) ( 88 ) 

50 35年 2,480 32年 2,803 30年 2,929 28年 3,205

( 17 ) ( 99 ) ( 68 ) ( 80 ) 

55 40年 2,669 37年 2,956 35年 3,104 33年 3,416

( 17 ) ( 90 ) ( 64 ) ( 79 ) 

初任給 初任給 1,020 初任給 1,268 初任給 1,456 初任給 1,632

( 4 ) ( 15 ) ( 14 ) ( 14 ) 

20 5年 929 2年 1,379

( 5 ) ( 10 ) 

25 10年 1,078 7年 1,616 5年 1,654 3年 1,738

( 5 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 10 ) 

30 15年 1,233 12年 1,788 10年 1,624 8年 1,956

( 5 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 10 ) 

製造業　食料品・たばこ 35 20年 1,734 17年 2,109 15年 2,069 13年 2,162

( 4 ) ( 10 ) ( 9 ) ( 9 ) 

40 25年 1,905 22年 2,243 20年 2,299 18年 2,384

( 4 ) ( 9 ) ( 9 ) ( 9 ) 

45 30年 2,066 27年 2,587 25年 2,529 23年 2,665

( 4 ) ( 10 ) ( 9 ) ( 10 ) 

50 35年 2,198 32年 2,852 30年 2,741 28年 2,814

( 4 ) ( 10 ) ( 9 ) ( 9 ) 

55 40年 2,328 37年 2,844 35年 2,911 33年 2,980

( 4 ) ( 9 ) ( 9 ) ( 9 ) 

初任給 初任給 - 初任給 1,387 初任給 1,485 初任給 1,615

( 0 ) ( 6 ) ( 3 ) ( 4 ) 

20 5年 0 2年 1,447

( 1 ) ( 4 ) 

25 10年 0 7年 1,681 5年 1,739 3年 1,788

( 1 ) ( 5 ) ( 3 ) ( 3 ) 

30 15年 0 12年 1,917 10年 1,954 8年 1,988

( 1 ) ( 5 ) ( 3 ) ( 3 ) 

製造業　繊維・衣服 35 20年 - 17年 2,173 15年 2,174 13年 2,255

( 0 ) ( 5 ) ( 3 ) ( 3 ) 

40 25年 - 22年 2,355 20年 2,417 18年 2,522

( 0 ) ( 4 ) ( 3 ) ( 3 ) 

45 30年 - 27年 2,679 25年 2,663 23年 2,666

( 0 ) ( 3 ) ( 3 ) ( 3 ) 

50 35年 - 32年 2,999 30年 2,905 28年 3,181

( 0 ) ( 3 ) ( 3 ) ( 3 ) 

55 40年 - 37年 3,224 35年 2,947 33年 3,039

( 0 ) ( 3 ) ( 2 ) ( 2 ) 

満

年

齢

中 学 卒 高 校 卒 短大・高専・専門学校卒 大 学 卒
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初任給・モデル賃金【基本給】　（産業別）

項目

勤続年数 金 額 勤続年数 金 額 勤続年数 金 額 勤続年数 金 額

規模 (百円) (百円) (百円) (百円)

初任給 初任給 1,450 1,439 1,538 1,674

( 1 ) ( 3 ) ( 3 ) ( 3 ) 

20 5年 850 1,547

( 2 ) ( 3 ) 

25 10年 975 1,778 1,855 1,902

( 2 ) ( 3 ) ( 3 ) ( 3 ) 

30 15年 1,100 2,030 2,070 2,100

( 2 ) ( 3 ) ( 3 ) ( 3 ) 

製造業　木材・家具 35 20年 2,600 2,262 2,331 2,375

( 1 ) ( 3 ) ( 3 ) ( 3 ) 

40 25年 3,000 2,521 2,591 2,631

( 1 ) ( 3 ) ( 3 ) ( 3 ) 

45 30年 3,400 2,759 2,824 2,864

( 1 ) ( 3 ) ( 3 ) ( 3 ) 

50 35年 3,600 2,945 3,022 3,063

( 1 ) ( 3 ) ( 3 ) ( 3 ) 

55 40年 3,800 3,129 3,200 3,243

( 1 ) ( 3 ) ( 3 ) ( 3 ) 

初任給 初任給 - 1,447 1,805 1,910

( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 2 ) 

20 5年 0 1,559

( 1 ) ( 1 ) 

25 10年 0 1,872 1,996 1,996

( 1 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 2 ) 

30 15年 0 2,002 2,121 2,121

( 1 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 2 ) 

製造業　パルプ・紙 35 20年 - 2,676 2,598 2,598

( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 2 ) 

40 25年 - 2,933 2,937 2,937

( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 2 ) 

45 30年 - 3,383 3,237 3,237

( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 2 ) 

50 35年 - 4,300 3,820 3,820

( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 2 ) 

55 40年 - 4,561 3,846 3,846

( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 2 ) 

初任給 初任給 - 1,437 1,499 1,625

( 0 ) ( 5 ) ( 4 ) ( 4 ) 

20 5年 0 1,485

( 1 ) ( 3 ) 

25 10年 0 1,644 1,635 1,770

( 1 ) ( 3 ) ( 2 ) ( 2 ) 

30 15年 0 1,816 1,788 1,923

( 1 ) ( 3 ) ( 2 ) ( 2 ) 

製造業　出版・印刷 35 20年 - 1,998 1,988 2,073

( 0 ) ( 3 ) ( 2 ) ( 2 ) 

40 25年 - 2,260 2,258 2,258

( 0 ) ( 3 ) ( 2 ) ( 2 ) 

45 30年 - 2,523 2,530 2,530

( 0 ) ( 3 ) ( 2 ) ( 2 ) 

50 35年 - 2,656 2,645 2,645

( 0 ) ( 3 ) ( 2 ) ( 2 ) 

55 40年 - 2,752 2,649 2,649

( 0 ) ( 3 ) ( 2 ) ( 2 ) 

満

年

齢

中 学 卒 高 校 卒 短大・高専・専門学校卒 大 学 卒



- 72 - 
 

 

初任給・モデル賃金【基本給】　（産業別）

項目

勤続年数 金 額 勤続年数 金 額 勤続年数 金 額 勤続年数 金 額

規模 (百円) (百円) (百円) (百円)

初任給 初任給 1,276 1,359 1,613 1,800

( 3 ) ( 20 ) ( 12 ) ( 14 ) 

20 5年 1,125 1,503

( 5 ) ( 13 ) 

25 10年 1,213 1,666 1,718 1,852

( 5 ) ( 13 ) ( 9 ) ( 9 ) 

30 15年 1,278 1,867 1,913 2,095

( 5 ) ( 15 ) ( 10 ) ( 9 ) 

製造業　化学・ゴム 35 20年 1,678 1,970 2,093 2,299

( 4 ) ( 12 ) ( 9 ) ( 11 ) 

40 25年 1,791 2,126 2,258 2,510

( 4 ) ( 12 ) ( 9 ) ( 9 ) 

45 30年 1,738 2,301 2,431 2,813

( 3 ) ( 11 ) ( 9 ) ( 10 ) 

50 35年 1,810 2,479 2,575 2,991

( 3 ) ( 12 ) ( 10 ) ( 9 ) 

55 40年 1,884 2,578 2,755 3,383

( 3 ) ( 10 ) ( 9 ) ( 10 ) 

初任給 初任給 - 1,561 1,663 1,857

( 0 ) ( 7 ) ( 6 ) ( 7 ) 

20 5年 0 1,599

( 1 ) ( 6 ) 

25 10年 0 1,837 1,841 1,981

( 1 ) ( 6 ) ( 5 ) ( 6 ) 

30 15年 0 2,162 2,118 2,236

( 1 ) ( 6 ) ( 4 ) ( 5 ) 

製造業　窯業・土石 35 20年 - 2,239 2,429 2,380

( 0 ) ( 5 ) ( 4 ) ( 5 ) 

40 25年 - 2,494 2,377 2,443

( 0 ) ( 5 ) ( 3 ) ( 4 ) 

45 30年 - 2,699 2,573 2,801

( 0 ) ( 5 ) ( 3 ) ( 5 ) 

50 35年 - 2,130 2,055 2,793

( 0 ) ( 3 ) ( 2 ) ( 4 ) 

55 40年 - 2,213 2,105 2,447

( 0 ) ( 3 ) ( 2 ) ( 3 ) 

初任給 初任給 - 1,429 1,627 1,740

( 0 ) ( 8 ) ( 6 ) ( 8 ) 

20 5年 0 1,478

( 1 ) ( 7 ) 

25 10年 0 1,647 1,797 1,844

( 1 ) ( 7 ) ( 5 ) ( 6 ) 

30 15年 0 1,846 1,998 2,026

( 1 ) ( 7 ) ( 5 ) ( 6 ) 

製造業　鉄鋼・非鉄 35 20年 - 2,063 2,189 2,228

( 0 ) ( 6 ) ( 5 ) ( 6 ) 

40 25年 - 2,257 2,389 2,508

( 0 ) ( 6 ) ( 5 ) ( 6 ) 

45 30年 - 2,425 2,647 2,859

( 0 ) ( 6 ) ( 5 ) ( 6 ) 

50 35年 - 2,657 2,908 3,055

( 0 ) ( 5 ) ( 4 ) ( 5 ) 

55 40年 - 2,792 3,169 3,339

( 0 ) ( 5 ) ( 4 ) ( 5 ) 

満

年

齢

中 学 卒 高 校 卒 短大・高専・専門学校卒 大 学 卒
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初任給・モデル賃金【基本給】　（産業別）

項目

勤続年数 金 額 勤続年数 金 額 勤続年数 金 額 勤続年数 金 額

規模 (百円) (百円) (百円) (百円)

初任給 初任給 - 1,415 1,565 1,865

( 0 ) ( 10 ) ( 4 ) ( 6 ) 

20 5年 0 1,490

( 1 ) ( 5 ) 

25 10年 0 1,725 1,807 1,910

( 1 ) ( 5 ) ( 4 ) ( 4 ) 

30 15年 0 1,996 2,142 2,237

( 1 ) ( 5 ) ( 4 ) ( 4 ) 

製造業　金属製品 35 20年 - 2,255 2,459 2,568

( 0 ) ( 5 ) ( 4 ) ( 4 ) 

40 25年 - 2,525 2,777 2,870

( 0 ) ( 5 ) ( 4 ) ( 4 ) 

45 30年 - 2,763 3,046 3,153

( 0 ) ( 5 ) ( 4 ) ( 4 ) 

50 35年 - 2,982 3,317 3,333

( 0 ) ( 5 ) ( 3 ) ( 3 ) 

55 40年 - 3,117 3,566 3,587

( 0 ) ( 4 ) ( 3 ) ( 3 ) 

初任給 初任給 1,363 1,487 1,641 1,857

( 8 ) ( 72 ) ( 39 ) ( 51 ) 

20 5年 1,422 1,548

( 7 ) ( 60 ) 

25 10年 1,499 1,739 1,843 1,996

( 7 ) ( 58 ) ( 31 ) ( 40 ) 

30 15年 1,592 1,955 2,078 2,250

( 6 ) ( 58 ) ( 30 ) ( 39 ) 

製造業　一般機器等 35 20年 2,257 2,246 2,342 2,518

( 6 ) ( 54 ) ( 26 ) ( 39 ) 

40 25年 2,380 2,461 2,609 2,809

( 5 ) ( 54 ) ( 26 ) ( 35 ) 

45 30年 2,662 2,680 2,930 3,202

( 5 ) ( 49 ) ( 27 ) ( 37 ) 

50 35年 2,926 2,942 3,165 3,474

( 7 ) ( 45 ) ( 24 ) ( 34 ) 

55 40年 3,218 3,133 3,292 3,704

( 7 ) ( 41 ) ( 23 ) ( 34 ) 

初任給 初任給 1,162 1,295 1,486 1,415

( 3 ) ( 12 ) ( 7 ) ( 8 ) 

20 5年 923 1,384

( 4 ) ( 11 ) 

25 10年 1,005 1,511 1,632 1,624

( 4 ) ( 10 ) ( 6 ) ( 6 ) 

30 15年 1,092 1,621 1,811 1,829

( 4 ) ( 9 ) ( 6 ) ( 6 ) 

製造業　その他 35 20年 1,580 1,812 2,036 2,064

( 3 ) ( 9 ) ( 6 ) ( 6 ) 

40 25年 1,661 2,016 2,212 2,365

( 2 ) ( 9 ) ( 6 ) ( 6 ) 

45 30年 1,798 2,271 2,528 2,671

( 2 ) ( 9 ) ( 6 ) ( 6 ) 

50 35年 1,928 2,468 2,725 2,981

( 2 ) ( 9 ) ( 6 ) ( 6 ) 

55 40年 2,036 2,655 3,172 3,275

( 2 ) ( 8 ) ( 5 ) ( 6 ) 

満

年

齢

中 学 卒 高 校 卒 短大・高専・専門学校卒 大 学 卒
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初任給・モデル賃金【基本給】　（産業別）

項目

勤続年数 金 額 勤続年数 金 額 勤続年数 金 額 勤続年数 金 額

規模 (百円) (百円) (百円) (百円)

初任給 初任給 - 1,461 1,780 1,946

( 0 ) ( 6 ) ( 3 ) ( 4 ) 

20 5年 0 1,634

( 1 ) ( 2 ) 

25 10年 0 1,817 1,860 2,096

( 1 ) ( 3 ) ( 1 ) ( 3 ) 

30 15年 0 2,101 2,245 2,375

( 1 ) ( 4 ) ( 1 ) ( 2 ) 

電気・ガス・水道業 35 20年 - 2,458 2,420 2,795

( 0 ) ( 3 ) ( 1 ) ( 2 ) 

40 25年 - 2,576 2,645 3,048

( 0 ) ( 4 ) ( 1 ) ( 2 ) 

45 30年 - 2,680 2,745 3,650

( 0 ) ( 3 ) ( 1 ) ( 2 ) 

50 35年 - 3,072 2,855 3,913

( 0 ) ( 3 ) ( 1 ) ( 2 ) 

55 40年 3,091 3,388 2,965 4,188

( 1 ) ( 3 ) ( 1 ) ( 2 ) 

初任給 初任給 - 1,266 1,347 1,600

( 0 ) ( 5 ) ( 5 ) ( 6 ) 

20 5年 0 1,217

( 1 ) ( 4 ) 

25 10年 0 1,386 982 1,601

( 1 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 5 ) 

30 15年 0 1,543 1,106 1,749

( 1 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 5 ) 

通信・放送業 35 20年 - 1,695 786 1,748

( 0 ) ( 4 ) ( 3 ) ( 4 ) 

40 25年 - 1,830 1,224 1,848

( 0 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) 

45 30年 - 2,019 893 1,971

( 0 ) ( 4 ) ( 3 ) ( 4 ) 

50 35年 - 2,181 988 2,217

( 0 ) ( 4 ) ( 3 ) ( 4 ) 

55 40年 - 2,338 2,064 2,179

( 0 ) ( 4 ) ( 3 ) ( 3 ) 

初任給 初任給 1,407 1,374 1,525 1,718

( 3 ) ( 29 ) ( 20 ) ( 23 ) 

20 5年 1,020 1,388

( 3 ) ( 20 ) 

25 10年 1,133 1,518 1,686 1,796

( 3 ) ( 18 ) ( 11 ) ( 14 ) 

30 15年 1,200 1,683 1,866 2,040

( 2 ) ( 16 ) ( 10 ) ( 14 ) 

運輸業 35 20年 2,800 1,949 2,217 2,354

( 1 ) ( 17 ) ( 11 ) ( 15 ) 

40 25年 3,200 2,098 2,421 2,653

( 1 ) ( 15 ) ( 10 ) ( 14 ) 

45 30年 3,500 2,325 2,713 2,940

( 1 ) ( 16 ) ( 10 ) ( 14 ) 

50 35年 4,000 2,522 3,016 3,232

( 1 ) ( 13 ) ( 9 ) ( 13 ) 

55 40年 4,440 2,681 3,227 3,481

( 1 ) ( 14 ) ( 9 ) ( 14 ) 

満

年

齢

中 学 卒 高 校 卒 短大・高専・専門学校卒 大 学 卒
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初任給・モデル賃金【基本給】　（産業別）

項目

勤続年数 金 額 勤続年数 金 額 勤続年数 金 額 勤続年数 金 額

規模 (百円) (百円) (百円) (百円)

初任給 初任給 1,177 1,377 1,647 1,684

( 6 ) ( 21 ) ( 16 ) ( 19 ) 

20 5年 945 1,354

( 5 ) ( 13 ) 

25 10年 1,350 1,564 1,858 1,761

( 5 ) ( 13 ) ( 7 ) ( 12 ) 

30 15年 1,249 1,599 2,053 2,055

( 7 ) ( 14 ) ( 10 ) ( 10 ) 

卸売・小売業 35 20年 1,992 2,003 2,197 2,474

( 4 ) ( 14 ) ( 11 ) ( 11 ) 

40 25年 2,171 2,351 2,682 2,988

( 4 ) ( 14 ) ( 9 ) ( 12 ) 

45 30年 2,318 2,404 2,624 3,269

( 4 ) ( 12 ) ( 8 ) ( 10 ) 

50 35年 2,533 2,594 2,809 3,645

( 3 ) ( 13 ) ( 9 ) ( 10 ) 

55 40年 2,643 2,679 2,951 3,976

( 3 ) ( 8 ) ( 8 ) ( 10 ) 

初任給 初任給 - 1,514 1,696 1,969

( 0 ) ( 11 ) ( 10 ) ( 11 ) 

20 5年 0 1,647

( 1 ) ( 7 ) 

25 10年 0 1,980 2,028 2,107

( 1 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 8 ) 

30 15年 0 2,239 2,331 2,396

( 1 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 8 ) 

金融保険業 35 20年 - 2,546 2,676 2,765

( 0 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 8 ) 

40 25年 - 2,767 2,923 3,060

( 0 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 8 ) 

45 30年 - 3,200 3,405 3,563

( 0 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 8 ) 

50 35年 - 3,418 3,662 3,821

( 0 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 8 ) 

55 40年 - 3,500 3,774 3,975

( 0 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 8 ) 

初任給 初任給 1,158 1,352 1,524 1,689

( 12 ) ( 62 ) ( 58 ) ( 55 ) 

20 5年 1,201 1,391

( 13 ) ( 52 ) 

25 10年 1,254 1,597 1,754 1,823

( 12 ) ( 51 ) ( 47 ) ( 43 ) 

30 15年 1,510 1,849 2,011 2,080

( 12 ) ( 50 ) ( 46 ) ( 42 ) 

医療・福祉 35 20年 1,804 2,015 2,178 2,233

( 11 ) ( 47 ) ( 44 ) ( 40 ) 

40 25年 1,952 2,260 2,397 2,465

( 11 ) ( 46 ) ( 44 ) ( 40 ) 

45 30年 2,099 2,424 2,601 2,687

( 12 ) ( 47 ) ( 44 ) ( 40 ) 

50 35年 2,239 2,619 2,826 2,907

( 12 ) ( 47 ) ( 44 ) ( 39 ) 

55 40年 2,363 2,772 3,000 3,085

( 12 ) ( 47 ) ( 44 ) ( 39 ) 

満

年

齢

中 学 卒 高 校 卒 短大・高専・専門学校卒 大 学 卒
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初任給・モデル賃金【基本給】　（産業別）

項目

勤続年数 金 額 勤続年数 金 額 勤続年数 金 額 勤続年数 金 額

規模 (百円) (百円) (百円) (百円)

初任給 初任給 1,263 1,457 1,580 1,797

( 1 ) ( 20 ) ( 16 ) ( 18 ) 

20 5年 725 1,520

( 2 ) ( 13 ) 

25 10年 861 1,735 1,794 1,884

( 2 ) ( 12 ) ( 12 ) ( 11 ) 

30 15年 948 1,917 2,041 2,255

( 2 ) ( 14 ) ( 11 ) ( 11 ) 

サービス業 35 20年 2,080 2,306 2,362 2,534

( 1 ) ( 12 ) ( 10 ) ( 12 ) 

40 25年 2,318 2,598 2,650 2,779

( 1 ) ( 12 ) ( 11 ) ( 10 ) 

45 30年 2,486 2,865 2,908 3,094

( 1 ) ( 12 ) ( 10 ) ( 11 ) 

50 35年 2,761 3,011 3,069 3,205

( 1 ) ( 13 ) ( 10 ) ( 10 ) 

55 40年 2,990 3,062 3,209 3,470

( 1 ) ( 11 ) ( 10 ) ( 11 ) 

満
年

齢

中 学 卒 高 校 卒 短大・高専・専門学校卒 大 学 卒
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初任給・モデル賃金【基本給】　（労組別）

項目

勤続年数 金 額 勤続年数 金 額 勤続年数 金 額 勤続年数 金 額

労組有無 (百円) (百円) (百円) (百円)

初任給 初任給 1,209 初任給 1,397 初任給 1,557 初任給 1,732

( 44 ) ( 331 ) ( 247 ) ( 275 ) 

20 5年 1,342 2年 1,457

( 40 ) ( 249 ) 

25 10年 1,499 7年 1,656 5年 1,757 3年 1,860

( 39 ) ( 245 ) ( 187 ) ( 202 ) 

30 15年 1,635 12年 1,872 10年 1,985 8年 2,119

( 39 ) ( 245 ) ( 182 ) ( 196 ) 

全　体 35 20年 1,931 17年 2,118 15年 2,227 13年 2,371

( 37 ) ( 233 ) ( 174 ) ( 195 ) 

40 25年 2,088 22年 2,343 20年 2,468 18年 2,637

( 35 ) ( 228 ) ( 172 ) ( 186 ) 

45 30年 2,255 27年 2,558 25年 2,706 23年 2,938

( 35 ) ( 219 ) ( 169 ) ( 191 ) 

50 35年 2,455 32年 2,761 30年 2,908 28年 3,174

( 36 ) ( 211 ) ( 164 ) ( 179 ) 

55 40年 2,636 37年 2,904 35年 3,085 33年 3,383

( 38 ) ( 195 ) ( 158 ) ( 179 ) 

初任給 初任給 1,175 初任給 1,401 初任給 1,605 初任給 1,764

( 8 ) ( 111 ) ( 87 ) ( 98 ) 

20 5年 1,202 2年 1,472

( 9 ) ( 85 ) 

25 10年 1,491 7年 1,686 5年 1,808 3年 1,884

( 8 ) ( 85 ) ( 58 ) ( 71 ) 

30 15年 1,481 12年 1,919 10年 2,078 8年 2,167

( 9 ) ( 84 ) ( 57 ) ( 68 ) 

労働組合　有 35 20年 2,216 17年 2,138 15年 2,284 13年 2,404

( 6 ) ( 79 ) ( 54 ) ( 65 ) 

40 25年 2,504 22年 2,350 20年 2,527 18年 2,650

( 6 ) ( 77 ) ( 53 ) ( 64 ) 

45 30年 2,767 27年 2,605 25年 2,801 23年 2,972

( 6 ) ( 75 ) ( 52 ) ( 64 ) 

50 35年 3,019 32年 2,816 30年 3,032 28年 3,214

( 6 ) ( 70 ) ( 50 ) ( 61 ) 

55 40年 3,212 37年 2,944 35年 3,202 33年 3,407

( 7 ) ( 67 ) ( 50 ) ( 60 ) 

初任給 初任給 1,216 初任給 1,396 初任給 1,531 初任給 1,715

( 36 ) ( 220 ) ( 160 ) ( 177 ) 

20 5年 1,339 2年 1,449

( 32 ) ( 164 ) 

25 10年 1,454 7年 1,639 5年 1,735 3年 1,847

( 32 ) ( 160 ) ( 129 ) ( 131 ) 

30 15年 1,628 12年 1,847 10年 1,942 8年 2,094

( 31 ) ( 161 ) ( 125 ) ( 128 ) 

労働組合　無 35 20年 1,875 17年 2,107 15年 2,202 13年 2,354

( 31 ) ( 154 ) ( 120 ) ( 130 ) 

40 25年 2,002 22年 2,339 20年 2,442 18年 2,631

( 29 ) ( 151 ) ( 119 ) ( 122 ) 

45 30年 2,149 27年 2,533 25年 2,664 23年 2,920

( 29 ) ( 144 ) ( 117 ) ( 127 ) 

50 35年 2,342 32年 2,734 30年 2,853 28年 3,153

( 30 ) ( 141 ) ( 114 ) ( 118 ) 

55 40年 2,506 37年 2,883 35年 3,031 33年 3,372

( 31 ) ( 128 ) ( 108 ) ( 119 ) 

大 学 卒高 校 卒中 学 卒満
年

齢

短大・高専・専門学校卒
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－
1－

平
成
2
3
年
労
働
条
件
等
実
態
調
査
票

（
平
成
2
3
年
7
月
3
1
日
現
在
）

福
島
県
商
工
労
働
部
雇
用
労
政
課

〒
96
0－
86
70
　
福
島
市
杉
妻
町
2番
16
号

TE
L（
02
4）
52
1－
72
89

　
こ
の
調
査
は
、福
島
県
内
の
事
業
所
に
お
け
る
労
働
時
間
、年
次
有
給
休
暇
、賃
金
、退
職
金
等
の
実
態
に
関
す
る
労
働
条
件
、

さ
ら
に
は
事
業
所
に
お
け
る
男
女
共
同
参
画
の
実
態
を
把
握
す
る
た
め
に
実
施
す
る
も
の
で
す
。

　
こ
の
調
査
票
に
記
入
さ
れ
た
事
項
に
つ
い
て
は
、統
計
以
外
の
目
的
に
使
用
し
た
り
、他
に
漏
ら
し
た
り
す
る
こ
と
は
絶
対
に

あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、あ
り
の
ま
ま
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、調
査
結
果
に
つ
い
て
は
平
成
2
4
年
3
月
下
旬
に
、県
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（
h
tt
p
:/
/w
w
w
cm
s.
p
re
f.
fu
ku
sh
im
a.
jp
/）

で
公
表
す
る
予
定
で
す
の
で
、御
覧
下
さ
い
。

記
入
上
の
注
意

○
 特
に
こ
と
わ
ら
な
い
限
り
、平
成
2
3
年
7
月
3
1
日
現
在
で
、常
用
労
働
者（
正
規
の
職
員
）に
つ
い
て
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

○
 太
線
で
囲
ん
だ
部
分
が
回
答
欄
で
す
。
数
字
・
記
号
で
表
示
さ
れ
て
い
る
箇
所
は
、
該
当
す
る
も
の
を
○
で
囲
み
、
空

白
の
箇
所
は
、該
当
す
る
事
項
又
は
数
字
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。（
数
字
は
算
用
数
字
で
、右
づ
め
記
入
願
い
ま
す
。 ）

○
 こ
の
調
査
で
い
う「
制
度
」と
は
、労
使
協
定
、労
働
協
約
、就
業
規
則
等
で
明
示
さ
れ
て
い
る
も
の
ば
か
り
で
な
く
、現

在
、
慣
行
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
も
の
を
含
み
ま
す
。
な
お
、
現
在
の
慣
行
が
就
業
規
則
等
に
明
示
さ
れ
て
い
る
も
の

と
異
な
っ
て
い
る
場
合
は
、現
在
の
慣
行
を「
制
度
」と
し
ま
す
。

○
調
査
票
に
係
る
質
問
は
、貴
事
業
所
を
管
轄
す
る
地
方
振
興
局（
巻
末
）ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

○
調
査
票
は
、
9
月
3
0
日
ま
で
に
同
封
の
返
信
用
封
筒
に
て
返
送
し
て
く
だ
さ
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

記
入
者
氏
名

所
属
部
課
名

　
　
電
話
番
号

事
業
所
の
名
称

所
在

地

整
理
番
号

C0
5
D
06

製
　
　
　
　
　
造
　
　
　
　
　
業

E0
9
E1
1
E1
2
E1
4
E1
5
E1
6

E2
1

E2
2

E2
4

E2
5

E3
2

採 石 業

鉱 業

建 設 業

た ば こ

食 料 品

繊 維 工 業

木 材 　 ・ 家 具

紙 加 工 品

パ ル プ

印 刷 　 ・ 出 版

プ ラ ス チ ッ ク

化 学 　 ・ ゴ ム

窯 業 　 ・ 土 業

鉄 鋼 　 ・ 非 鉄

金 属 製 品

輸 送 用 機 器

電 気 機 械

電 子 部 品

機 械 器 具

そ の 他

F3
3
G
37

H
42

卸
小
売
業

J6
2

医
療
、福
祉

サ
ー
ビ
ス
業

I5
0
I5
6

P8
3
P8
4

P8
5

Q
87

R8
9

水 道 業

電 気 　 ・ ガ ス

通 信 　 ・ 放 送

運 輸 業

卸 売 業

小 売 業

金 融   ・ 保 険 業

医 療 業

保 健 衛 生

介 護 事 業

社 会 福 祉

社 会 保 険

協 同 組 合

そ の 他

修 理

自 動 車 整 備

企
業
の
全
常
用
労
働
者
数

貴
事
業
所
の
ほ
か
に
同
一
企
業

に
属
す
る
事
業
所
が
あ
る
場
合

の
企
業
全
体
の
常
用
労
働
者
数

29
人
以
下

1

30
～
99
人

2

10
0
～
29
9人

3

30
0
～
49
9人

4

50
0
～
99
9人

5

1,
00
0人
以
上

6

（　　
　　　

　　　
　）

1
に
該
当
す
る
場
合
は
、
2
ペ
ー
ジ
以
下
の

設
問
に
回
答
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

秘
古
紙
配
合
率
7
0
％
再
生
紙
を

使
用
し
て
い
ま
す
。

－
2－

1
労
働
形
態

　
1
　
労
働
者
数

　
　（
1）
　
貴
事
業
所
の
労
働
者
数
に
つ
い
て
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
　（
注
）（
ア
）　
区
分
に
つ
い
て
は
､下
記
の
と
お
り
と
し
ま
す
。

　「
常

用
労

働
者
」
…
…
 ●
期
間
を
決
め
ず
、又
は
1か
月
を
超
え
る
期
間
を
決
め
て
雇
わ
れ
て
い
る
労
働
者
。

 
●
 日
々
、
又
は
1か
月
以
内
の
期
間
を
定
め
て
雇
わ
れ
て
い
る
労
働
者
の
う

ち
、前
2月
に
そ
れ
ぞ
れ
18
日
以
上
雇
わ
れ
た
労
働
者
。

　「
正
規
の
職
員
・
従
業
員
」
…
…
 ●
常
用
労
働
者
の
う
ち
、一
般
に「
正
社
員
」、「
正
職
員
」と
呼
ば
れ
て
い
る
労
働
者
。

　「
正
規
の
職
員
・
従
業
員
以
外
」
…
…
 ●
 常
用
労
働
者
の
う
ち
、一
般
に「
正
社
員
」、「
正
職
員
」と
呼
ば
れ
て
い
る
人

以
外
の
労
働
者（
「
嘱
託
」、「
契
約
社
員
」な
ど
）。

　「
臨

時
労

働
者
」
…
…
 ●
 繁
忙
期
に
一
時
的
に
雇
い
入
れ
ら
れ
る
労
働
者
、
あ
る
い
は
季
節
的
事
業

そ
の
他
短
期
の
有
期
事
業
の
た
め
雇
い
入
れ
ら
れ
る
労
働
者
。

　「
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
」
…
…
 ●
1日
の
所
定
労
働
時
間
が
一
般
の
労
働
者
よ
り
も
短
い
労
働
者
。

 
●
1週
の
所
定
労
働
日
数
が
一
般
の
労
働
者
よ
り
も
短
い
労
働
者
。

　
　
　
　
　（
イ
）　
「
総
合
計
」の
欄
に
は
、常
用
労
働
者
、臨
時
労
働
者
、パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
の
合
計
数
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　（
2）
　
常
用
労
働
者
の
職
種（
注
）別
内
訳
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　（
3）
 　
派
遣
労
働
者
を
受
け
入
れ
て
い
る
場
合
、ど
ん
な
業
務
に
受
け
入
れ
て
い
ま
す
か
。
受
け
入
れ
て
い
る
業
務
全
て
を

選
ん
で
下
さ
い
。

（
注
）「
事
務
」
…
事
務
に
従
事
す
る
者
を
い
う

「
販
売
・
サ
ー
ビ
ス
」
…
商
品
、証
券
等
の

売
買
、
保
険
外
交
な
ど
に
従
事
す
る
者
及

び
個
人
に
対
す
る
サ
ー
ビ
ス
の
仕
事
を

い
う

「
専
門
・
技
術
」
…
専
門
知
識
を
応
用
し
、

技
術
的
な
業
務
・
研
究
等
に
従
事
す
る
者

を
い
う

「
技
能
・
労
務
」
…
原
材
料
の
加
工
、各
種

機
械
器
具
の
組
み
立
て
、修
理
、印
刷
、製

本
、建
設
作
業
な
ど
に
従
事
す
る
者

鉄
道
、
自
動
車
、
通
信
電
話
交
換
な
ど
で

運
転
、
操
作
に
従
事
す
る
者
及
び
車
掌
、

電
話
交
換
手
な
ど
を
い
う

1
事
務

2
販
売
・
サ
ー
ビ
ス

3
専
門
・
技
術

4
技
能
・
労
務

5
そ
の
他

区
　
　
分

男
　
　
性
（
人
）

女
　
　
性
（
人
）

計
（
人
）

事
務

販
売
・
サ
ー
ビ
ス

専
門
  ・
技
術

技
能
  ・
労
務

そ
の

他

労
働
者
派
遣
事
業

所
の
派
遣
社
員

業
務
請
負
会
社

の
社
員区
　
　
分

男
　
　
性
（
人
）

女
　
　
性
（
人
）

計
（
人
）

総
　
合
　
計 （
人
）

常
用
労
働
者

a
b

（ 内 　 訳 ）

正
規
の
職
員
・

従
業
員

a'
b'

正
規
の
職
員
・

従
業
員
以
外

臨
時
労
働
者

パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
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　（
4）
 　
業
務
請
負
会
社
を
利
用
し
て
い
る
場
合
、
ど
ん
な
業
務
を
利
用
し
て
い
ま
す
か
。
利
用
し
て
い
る
業
務
全
て
を
選
ん
で

下
さ
い
。

　
2
　
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
の
状
況

（
1）
 　
正
規
の
職
員
と
同
じ
仕
事
を
行
わ
せ
て
い
る
パ
ー

ト
タ
イ
マ
ー
は
い
ま
す
か
。

　
　
 　
正
規
の
職
員
と
賃
金
等
の
面
で
均
衡
待
遇
を
行
っ

て
い
ま
す
か
。

　
　
ど
の
よ
う
な
内
容
で
行
っ
て
い
ま
す
か
。

（
2）
 　
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
か
ら
正
規
の
職
員
へ
の
転
換
制

度
等
が
あ
り
ま
す
か
。

　
　
制
度
の
内
容
に
つ
い
て
ご
記
入
下
さ
い
。

　
3
　
労
働
組
合

　
　
労
働
組
合
は
あ
り
ま
す
か
。

2
労
働
時
間

　
1
　
所
定
労
働
時
間

　
通
常
の
1日
、
1週
の
所
定
労
働
時
間（
休
憩
、残
業
時
間

は
含
み
ま
せ
ん
）は
何
時
間
で
す
か
。

　
ま
た
、年
間
休
日
総
数
は
何
日
で
す
か
。

（
注
）（
ア
） 　
「
所
定
労
働
時
間
」
…
就
業
規
則
等
で
定
め
ら
れ
た
始
業
時
刻
か
ら
終
業
時
刻
ま
で
の
時
間
よ
り
、
休
憩
時

間
を
差
引
い
た
労
働
時
間
を
い
い
ま
す
。
所
定
労
働
時
間
が
例
え
ば
1日
8時
間
と
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
の

週
所
定
労
働
時
間
は
、そ
の
8時
間
を
基
準
と
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
 　
　
 　「
週
」の
欄
に
つ
い
て
は
、
週
休
以
外
の
休
日
の
な
い
通
常
の
週
の
所
定
労
働
時
間
に
よ
る
も
の
と
し
、
週
に

よ
っ
て
所
定
労
働
時
間
が
異
な
る
場
合
は
4週
の
平
均
で
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
就
業
規
則
等
で
週
の

所
定
労
働
時
間
が
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
は
そ
れ
に
よ
っ
て
く
だ
さ
い
。

　
　
　
　
 　
な
お
、
平
成
9年
4月
1日
か
ら
10
人
未
満
の
従
業
員
を
雇
用
す
る「
商
業
」な
ど
の
一
部
の
特
例
業
種
を
除
き
、

週
法
定
労
働
時
間
は
40
時
間
と
な
っ
て
い
ま
す
。

1
事
務

2
販
売
・
サ
ー
ビ
ス

3
専
門
・
技
術

4
技
能
・
労
務

5
そ
の
他

1
い
る

2
い
な
い

1
あ
る

2
な
い

1
あ
る

2
な
い

1
行
っ
て
い
る

2
行
っ
て
い
な
い

1
検
討
し
て
い
る

2
検
討
し
て
い
な
い

1
日

時
間

分

1
週

時
間

分

年
間
休
日
総
数

日

－
4－

　
　（
イ
） 　
「
年
間
休
日
総
数
」
…
年
間
の「
週
休
日
」（
土
・
日
曜
日
、
会
社
指
定
休
日
な
ど
）及
び「
週
休
以
外
の
休
日
」（
国
民
の

祝
日
、年
末
年
始
の
休
日
、夏
季
休
暇
用
特
別
休
暇
、そ
の
他
の
休
日
）の
合
計
日
数
を
い
い
、雇
用
調
整
、生
産
調
整
な
ど
の

た
め
の
臨
時
休
業
日
数
は
含
み
ま
せ
ん
。
半
休
は
2日
分
で
1日
と
し
、端
数
は
切
り
上
げ
て
整
数
で
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

　
2
　
所
定
外
労
働
時
間

　
平
成
22
年
8月
か
ら
平
成
23
年
7月
ま
で
の
1年
間
に
お
け
る
1人
平
均
の
所
定
外
労
働
時
間
は
何
時
間
で
す
か
。（
30
分

以
上
は
切
り
上
げ
、
30
分
未
満
は
切
り
捨
て
と
し
て
く
だ
さ
い
。）

（
注
）　
「
所
定
外
労
働
時
間
」 と
は
、早
出
、残
業
、臨
時
の
呼
び
出
し
、休
日
出
勤
な
ど
の
労
働
時
間
を
い
い
ま
す
。

　
3
　
多
様
就
業
型
ワ
ー
ク
シ
ェ
ア
リ
ン
グ

（
1）
　
多
様
就
業
型
ワ
ー
ク
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
を
導
入
し
て
い
ま
す
か
。

（
2）
　
導
入
し
て
い
る
場
合
、代
替
要
員
を
雇
用
し
て
い
ま
す
か
。

（
3）
　
導
入
し
て
い
る
ワ
ー
ク
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
は
ど
の
よ
う
な
方
法

で
実
施
し
て
い
ま
す
か
。

（
注
）　
多
様
就
業
型
ワ
ー
ク
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
…
正
社
員
に
つ
い
て
、短
時
間
勤
務
を
導
入
す
る
な
ど
勤
務
の
仕
方
を
多
様

化
し
、女
性
や
高
齢
者
を
は
じ
め
と
し
て
、よ
り
多
く
の
労
働
者
に
雇
用
機
会
を
与
え
る
こ
と
を
い
い
ま
す
。

　
4
　
緊
急
対
応
型
ワ
ー
ク
シ
ェ
ア
リ
ン
グ

（
1）
　
緊
急
対
応
型
ワ
ー
ク
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
を
実
施
し
て
い
ま
す
か
。

（
2）
　
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
方
法
で
実
施
し
て
い
ま
す
か
。

（
注
）　
緊
急
対
応
型
ワ
ー
ク
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
…
一
時
的
な
景
況
の

悪
化
を
乗
り
越
え
る
た
め
、
緊
急
避
難
措
置
と
し
て
、
従
業
員

１
人
あ
た
り
の
労
働
時
間
を
短
縮
し
、
社
内
で
よ
り
多
く
の
雇

用
を
維
持
す
る
こ
と
を
い
い
ま
す
。

区
　
　
　
　
　
分

年
間
所
定
外
労
働
時
間

男
性
平
均
　
＝
 男
性
の
所
定
外
労
働
時
間
の
合
計
…
c

男
性
労
働
者
数（
2ペ
ー
ジ
の
1
の
a）

時
間

女
性
平
均
　
＝
 女
性
の
所
定
外
労
働
時
間
の
合
計
…
d

女
性
労
働
者
数（
2ペ
ー
ジ
の
1
の
b）

時
間

全
体
平
均
　
＝
 c
＋
d

a＋
b

時
間

（　
　　

　　
　　

　　
）

（　
　　

　　
　　

　　
）

（　
　）

1
導
入
し
て
い
る

2
導
入
し
て
い
な
い

1
雇
用
し
て
い
る

2
雇
用
し
て
い
な
い

1
 実
施
し
て
い
る

2
実
施
し
て
い
な
い

1
1日
の
所
定
労
働
時
間
を
短
縮
す
る

2
週
の
所
定
労
働
時
間
を
短
縮
す
る

3
所
定
外
労
働
時
間
を
削
減
す
る

4
休
日
を
増
加
す
る

5
そ
の
他

1
一
時
帰
休

2
出
勤
日
の
削
減

3
所
定
労
働
時
間
の
削
減

4
残
業
の
抑
制

5
年
次
有
給
休
暇
等
休
暇
の
活
用

6
そ
の
他
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3
休
暇
制
度

　
1
　
年
次
有
給
休
暇

（
1）
 　
平
成
23
年
7月
31
日
以
前
の
最
近

の
1年
間
の
年
次
有
給
休
暇
の
実
績

に
つ
い
て
1人
平
均
の
日
数
を
記
入

し
て
く
だ
さ
い
。

（
注
）（
ア
） 　
「
付
与
日
数
」
…
労
働
者
が
当
該
休
暇
年
度
に
新
た
に
利
用
で
き
る
年
次
有
給
休
暇
の
日
数
で
す
｡（
繰
越
分
除
く
）

　
　（
イ
）　
「
繰
越
日
数
」
…
 労
働
者
が
前
年
未
使
用
分
の
年
次
有
給
休
暇
の
う
ち
、
当
該
休
暇
年
度
に
繰
越
で
き
た

日
数
で
す
。（
付
与
日
数
と
繰
越
日
数
の
合
計
が
1年
間
に
使
用
で
き
る
有
給
休
暇
の
日

数
に
な
り
ま
す
。）

　
　（
ウ
）　
「
取
得
日
数
」
…
 労
働
者
が
当
該
休
暇
年
度
内
に
実
際
に
利
用（
消
化
）し
た
日
数
で
す
。（
付
与
日
数
と
繰

越
日
数
の
合
計
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。）

　
　（
エ
）　
日
数
は
小
数
点
以
下
を
切
り
上
げ
て
整
数
で
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。（
例
：
25
.3
日
→
26
日
）

　
　（
オ
） 　
「
最
近
の
1年
間
」と
は
、年
休
を
付
与
す
る
上
で
区
切
り
と
し
て
い
る
期
間（
休
暇
年
度
）で
、平
成
23
年
7

月
31
日
ま
で
に
終
了
し
た
最
近
の
も
の
と
し
ま
す
。

　
　
　
　
 　
し
た
が
っ
て
、
1月
1日
～
12
月
31
日
を
区
切
り
と
し
て
い
る
場
合
は
、
平
成
22
年
1月
1日
～
平
成
22
年

12
月
31
日
の
1年
間
、決
算
期
な
ど
に
合
わ
せ
て
7月
1日
～
翌
年
6月
30
日
を
区
切
り
と
し
て
い
る
場
合
は
、

平
成
22
年
7月
1日
～
平
成
23
年
6月
30
日
の
1年
間
と
し
ま
す
。

（
2）
　
年
次
有
給
休
暇
の
計
画
的
付
与
制
度
が
あ
り
ま
す
か
。

　
　
  （
労
働
基
準
法
第
39
条
第
5項
）

（
3）
 　
年
次
有
給
休
暇
の
付
与
に
つ

い
て
該
当
す
る
も
の
1つ
に
○

を
つ
け
て
く
だ
さ
い
。

　
2
　
そ
の
他
の
任
意
の
休
暇
制
度

（
1）
 　
ど
の
よ
う
な
休
暇
制
度
を
設
け
て
い
ま
す
か
。
右

の
中
か
ら
い
く
つ
で
も
選
ん
で
く
だ
さ
い
。

　
　
 　
制
度
が
あ
る
場
合
、
最
高
何
日
か
記
入
し
て
く
だ

さ
い
。

　
　
　
有
給
で
あ
る
も
の
に
は
記
号
に
○
を
つ
け
て
下
さ
い
。

（
注
）（
ア
） 　
「
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
休
暇
」
…
勤
続
10
年
目

あ
る
い
は
20
年
目
と
い
っ
た
一
定
の
要
件
に

合
致
す
る
労
働
者
に
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
を
目
的

と
し
て
与
え
る
特
別
休
暇
を
い
い
ま
す
。

　
　（
イ
） 　
「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
休
暇
」
…
各
種
の
社
会
貢
献
活
動
を
行
う
労
働
者
に
与
え
る
特
別
休
暇
を
い
い
ま
す
。

　
　（
ウ
） 　
「
研
修
の
た
め
の
休
暇
」
…
事
業
所
の
業
務
に
関
連
し
な
い
で
、
労
働
者
自
ら
の
意
志
で
研
修
を
受
け
る

一
人
平
均
付
与
日
数

一
人
平
均
繰
越
日
数

一
人
平
均
取
得
日
数

日
日

日

1
あ
る

2
な
い

1
労
働
者
全
員
に
付
与
し
て
い
る
。

2
常
用
労
働
者
に
は
付
与
し
て
い
る
が
、パ
ー
ト
に
は
付
与
し
て
い
な
い
。

3

そ
の
他 （

　
）

日
　
数

有
　
給

1
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
休
暇

日
ア

2
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
休
暇

日
イ

3
研
修
の
た
め
の
休
暇

日
ウ

4
配
偶
者
出
産
休
暇

日
エ

5

そ
の
他
の
休
暇

（
　

）
日

オ

－
6－

際
に
与
え
ら
れ
る
休
暇
を
い
い
ま
す
。

　
　（
エ
） 　
「
配
偶
者
出
産
休
暇
」
…
配
偶
者
が
出
産
す
る
場
合
に
与
え
ら
れ
る
休
暇
を
い
い
ま
す
。

　
　（
オ
） 　
「
そ
の
他
の
休
暇
」
…
創
立
記
念
日
等
の
よ
う
に
全
事
業
所
が
一
斉
に
休
む
休
暇
を
除
き
、
上
記
以
外
で

独
自
の
休
暇
制
度
が
あ
れ
ば
、具
体
的
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

（
2）
 　
配
偶
者
出
産
休
暇
に
つ
い
て
、
平
成
23
年
7月
31
日
以
前
の
最
近
1

年
間
で
対
象
者
は
何
人
で
し
た
か
。

　
　
 ま
た
、実
際
取
得
し
た
人
数
は
何
人
で
し
た
か
。

4
休
業
制
度
等

　
1
　
育
児
休
業
制
度

（
1）
 　
育
児
休
業
制
度
を
就
業
規
則
又
は
労
働
協
約
上
に

定
め
て
い
ま
す
か
。

（
注
） 　
「
育
児
休
業
制
度
」
…
乳
幼
児
を
有
す
る
労
働

者
が
、
育
児
の
た
め
に
自
ら
の
希
望
に
よ
り
職
場

で
の
身
分
や
地
位
を
失
わ
な
い
で
一
定
期
間
休
業

し
、育
児
に
専
念
し
た
後
、復
職
す
る
こ
と
を
内
容

と
す
る
措
置
を
い
い
、
こ
の
こ
と
を
定
め
た
育
児

休
業
法（
現
育
児
・
介
護
休
業
法
）は
平
成
7年
4月

1日
か
ら
全
事
業
所
に
適
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

（
2）
　
育
児
休
業
制
度
の
期
間
は
ど
の
く
ら
い
で
す
か
。

（
3）
 　
育
児
休
業
中
の
賃
金
は
ど
の
よ
う
に
取
り
決
め
ら

れ
て
い
ま
す
か
。

（
4）
 　
育
児
休
業
制
度
利
用
者
の
状
況
に
つ
い
て
お
答
え

く
だ
さ
い
。

　
①
 　
平
成
22
年
4月
1日
か
ら
平
成
23
年
3月
31
日
ま
で

の
出
産
者
数（
た
だ
し
、男
性
の
場
合
は
配
偶
者
が
出

産
し
た
者
の
数
）

　
②
 　
①
で
該
当
し
た
者
の
う
ち
、
平
成
23
年
7月
31
日

ま
で
に
育
児
休
業
を
開
始
し
た
者
の
数
（
育
児
休
業

開
始
予
定
の
申
出
を
し
て
い
る
者
を
含
む
）

　
③
 　
②
の
開
始
者（
申
出
者
含
む
）の
一
人
あ
た
り
の
平

均
取
得
日
数（
少
数
未
満
は
切
り
上
げ
）

　
④
　
②
の
開
始
者（
申
出
者
含
む
）の
取
得
日
数
の
内
訳

対
象
者
数

取
得
者
数

人
人

1
定
め
て
い
る

2
定
め
て
い
な
い

期
　
　
　
間

1
子
が
満
1歳
に
達
す
る
ま
で

（
父
母
と
も
に
取
得
す
る
場
合
に
は
1歳
2ヶ
月

に
達
す
る
ま
で
、特
別
な
場
合
は
1歳
半
ま
で
）

2
子
が
満
2歳
に
達
す
る
ま
で

3
子
が
満
3歳
に
達
す
る
ま
で

4
子
が
就
学
す
る
ま
で

賃
　
　
　
金

1
全
額
支
給

2
一
部
支
給

3
無
　
　
給 取
得
者
数
等

①
男
性
の
該
当
者

人

女
性
の
該
当
者

人

②
男
性
の
取
得
者
数

人

女
性
の
取
得
者
数

人

③
男
性
の
平
均

取
得

日
数

日

女
性
の
平
均

取
得

日
数

日

④

取
得
日
数

3か
月
未
満

3か
月
～

6か
月
未
満

6か
月
～

9か
月
未
満

9か
月
～

12
か
月
未
満

12
か
月
～

24
か
月
未
満
24
か
月
以
上

男
性
の
取
得
者

人
人

人
人

人
人

女
性
の
取
得
者

人
人

人
人

人
人
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2
　
育
児
短
時
間
勤
務
制
度
等

（
1 ）
 　
育
児
短
時
間
勤
務
制
度
等
を
就
業
規
則
又
は
労
働

協
約
上
に
定
め
て
い
ま
す
か
。

（
注
） 　
「
育
児
短
時
間
勤
務
制
度
等
」
…
乳
幼
児
を
有

す
る
労
働
者
が
育
児
休
業
を
取
得
す
る
こ
と
な

く
就
業
し
つ
つ
子
を
養
育
す
る
こ
と
を
容
易
に

す
る
た
め
の
な
ん
ら
か
の
措
置
を
い
い
ま
す
。

（
2）
 　
育
児
短
時
間
勤
務
制
度
等
を
定

め
て
い
る
場
合
右
の
ど
の
よ
う
な

制
度
が
あ
り
ま
す
か
。
い
く
つ
で

も
選
ん
で
く
だ
さ
い
。

　
　 　
ま
た
、
平
成
22
年
4月
1日
か
ら

平
成
23
年
3月
31
日
ま
で
に
取
得

し
た
人
数
を
、
男
女
別
に
記
入
し

て
く
だ
さ
い
。

（
短
時
間
勤
務
制
度
を
利
用
し
た

方
に
つ
い
て
は
平
均
短
縮
時
間
も

記
入
し
て
下
さ
い
。）

（
注
） 　
同
一
労
働
者
が
期
間
内
に
2回
利
用
し
た
場
合
は
、
2人
と
計
上
し
て
く
だ
さ
い
。
た
だ
し
、
同
一
労
働
者
が

期
間
を
継
続
延
長
し
た
場
合
は
1回
と
し
て
計
上
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
　
同
一
労
働
者
が
2つ
以
上
の
制
度
を
利
用
し
た
場
合
に
は
、そ
れ
ぞ
れ
1人
と
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

　
3
　
子
の
看
護
休
暇
制
度

（
1）
 　
小
学
校
就
学
前
の
子
の
看
護
休
暇
制
度
を
就

業
規
則
又
は
労
働
協
約
上
に
定
め
て
い
ま
す
か
。

（
2）
 　
小
学
校
就
学
前
の
子
の
看
護
休
暇
制
度
の
期

間
は
ど
の
く
ら
い
で
す
か
。

（
3）
 　
小
学
校
就
学
前
の
子
の
看
護
休
暇
中
の
賃
金

は
ど
の
よ
う
に
取
り
決
め
ら
れ
て
い
ま
す
か
。

1

定
め
て
い
る（
対
象
は
）

ア
満
3歳
に
達
す
る
ま
で

イ
3歳
か
ら
就
学
す
る
ま
で

ウ
そ
の
他

2
定
め
て
い
な
い

男
　
　
性

女
　
　
性

1
短
時
間
勤
務
制
度

人
人

（
平
均
短
縮
時
間
）

分
分

2
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
度

人
人

3
始
業
・
終
業
時
刻
の
繰
上
げ
・
繰
下
げ

人
人

4
所
定
外
労
働
の
免
除

人
人

5
事
業
所
内
託
児
施
設
の
使
用

人
人

6
育
児
に
要
す
る
経
費
の
援
助
措
置

人
人

7

そ
の
他 （

　
）

人
人

1
定
め
て
い
る

2
定
め
て
い
な
い 賃
　
　
　
金

1
全
額
支
給

2
一
部
支
給

3
無
　
　
給

期
　
　
　
間

1
5日 （
小
学
校
就
学
前
の
子
が
2人
以
上
で
あ
れ
ば
10
日
）

2
6日
以
上

（
小
学
校
就
学
前
の
子
が
2人
以
上
で
あ
れ
ば
11
日
以
上
）

－
8－

　
4
　
介
護
休
業
制
度

（
1）
 　
介
護
休
業
制
度
を
就
業
規
則
又
は
労
働
協
約
上
に

定
め
て
い
ま
す
か
。

（
注
） 　
「
介
護
休
業
制
度
」
…
従
業
員
の
家
族
、例
え
ば
高

齢
の
父
母
等
の
介
護
の
た
め
に
、
退
職
す
る
こ
と
な

く
連
続
休
業
が
あ
た
え
ら
れ
る
制
度
を
い
い
ま
す
。

　
　
　
 　
こ
の
こ
と
を
定
め
た
育
児
･介
護
休
業
法
は
平

成
11
年
4月
1日
か
ら
全
事
業
所
に
適
用
さ
れ
て

い
ま
す
。

（
2）
　
介
護
休
業
制
度
の
期
間
は
ど
の
く
ら
い
で
す
か
。

（
3）
 　
介
護
休
業
中
の
賃
金
は
ど
の
よ
う
に
取
り
決
め
ら

れ
て
い
ま
す
か
。

（
注
） 　
社
会
保
険
料
の
本
人
負
担
分
を
会
社
が
本
人

に
代
っ
て
負
担
す
る
場
合
は
「
一
部
支
給
」
に
な

り
ま
す
。

（
4）
 　
介
護
休
業
制
度
利
用
者
の
状
況
に
つ
い
て
、お
答
え

く
だ
さ
い
。

（
注
） 　
「
取
得
者
数
」
…
過
去
1年
間（
平
成
22
年
8月
1

日
か
ら
平
成
23
年
7月
31
日
）
に
介
護
休
業
を
取

得
し
た
人
を
い
い
ま
す
。

　
5
　
介
護
休
暇
制
度

（
1）
　
介
護
休
暇
制
度
を
就
業
規
則
又
は
労
働
協
約
上
に

定
め
て
い
ま
す
か
。

（
2）
　
介
護
休
暇
制
度
の
期
間
は
ど
の
く
ら
い
で
す
か
。

（
3）
　
介
護
休
暇
中
の
賃
金
は
ど
の
様
に
取
り
決
め
ら
れ

て
い
ま
す
か
。

1
定
め
て
い
る

2
定
め
て
い
な
い

1
定
め
て
い
る

2
定
め
て
い
な
い

1
5日 （
要
介
護
状
態
の
対
象
家
族
が
２
人
以
上

で
あ
れ
ば
10
日
）

2
6日
以
上

（
要
介
護
状
態
の
対
象
家
族
が
２
人
以
上

で
あ
れ
ば
11
日
以
上
）

期
　
　
　
間

1
93
日

2
6か
月
未
満

3
6か
月
以
上 取
得
者
数

男
　
　
性

人

女
　
　
性

人

賃
　
　
　
金

1
全
額
支
給

2
一
部
支
給

3
無
　
　
給

1
全
額
支
給

2
一
部
支
給

3
無
　
　
給
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5
定
年
制

（
1）
　
定
年
制
は
あ
り
ま
す
か
。

（
2）
 　
定
年
制
が
あ
る
場
合
、
そ
の
形
態
と
年

齢
に
つ
い
て
お
答
え
く
だ
さ
い
。

（
注
） 　
「
一
律
定
年
制
」
…
全
労
働
者
に

対
し
て
同
一
の
定
年
年
齢
が
適
用
さ

れ
る
も
の
。

　
　
 　「
職
種
別
定
年
制
」
…
職
種
に
よ

り
定
年
年
齢
に
違
い
の
あ
る
も
の
。

（
3）
　
定
年
後
の
再
雇
用
等
が
あ
り
ま
す
か
。

6
退
職
金

　
1
　
正
規
の
職
員

（
1）
　
退
職
金
制
度
は
あ
り
ま
す
か
。

（
2）
 　
退
職
金
制
度
が
あ
る
場
合
、そ
の
形
態
は
右
の
う
ち

の
ど
れ
で
す
か
。

（
注
）  　
「
退
職
金
」
…
任
意
退
職
、定
年
退
職
、解
雇
、死
亡

等
の
理
由
で
雇
用
関
係
が
消
滅
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
事
業
主
又
は
そ
の
委
託
機
関
か
ら
当
該
労
働
者

（
又
は
当
該
労
働
者
と
特
定
関
係
に
あ
る
者
）に
対
し

て
支
給
す
る
も
の
で
、退
職
時
に
支
給
す
る
も
の（
退

職
金
、退
職
手
当
、退
職
慰
労
金
、退
職
功
労
報
償
金

等
）を
「
退
職
一
時
金
」と
い
い
、継
続
的
に
長
期
間
支

給
す
る
も
の
を「
退
職
年
金
」と
い
い
ま
す
。

（
3）
 　
退
職
金
の
支
払
い
準
備
形
態
は
右
の
う
ち
の
ど
れ

で
す
か
。
い
く
つ
で
も
選
ん
で
く
だ
さ
い
。

建
設
業
退
職
金
共
済
制
度
及
び
清
酒
製
造
業
退

職
金
共
済
制
度
は
中
小
企
業
退
職
金
共
済
制
度

に
含
み
ま
す
。

1
あ
る

2
な
い

1
あ
る

2
な
い

1
あ
る

2
な
い

1
再
雇
用
制
度
の
み

2
勤
務
延
長
制
度
の
み

3
両
者
の
併
用

形
　
　
　
態

1
退
職
一
時
金
制
度
の
み

2
退
職
年
金
制
度
の
み

3
退
職
一
時
金
と
退
職
年
金
制
度
の
併
用

4
退
職
一
時
金
と
退
職
年
金
制
度
の
ど
ち
ら

か
一
方
又
は
両
方
を
労
働
者
が
選
択
す
る

1
一
律
定
年
制

2
職
種
別
定
年
制

3

そ
の
他（
具
体
的
に
）

（
）

歳

（
注
）
 一
律
定
年
制
の

場
合
に
記
入

（
　

）
1

中
小
企
業
退
職
金
共
済
制
度

2
特
定
退
職
金
共
済
制
度

3
事
業
保
険
、福
祉
厚
生
保
険
な
ど

4
社
内
準
備

5
調
整
年
金（
厚
生
年
金
基
金
）

6
適
格
年
金

7
調
整
年
金
と
適
格
年
金
の
併
用

8
そ
の
他

－
10
－

（
注
）（
ア
） 　
「
特
定
退
職
金
共
済
制
度
」
…
商
工
会
、商
工
会
議
所
、商
工
会
連
合
会
、中
小
企
業
団
休
中
央
会
、退
職
金
共

済
事
業
を
主
た
る
目
的
と
す
る
公
益
法
人
な
ど
が
、
税
務
署
長
の
承
諾
を
受
け
て
退
職
金
共
済
事
業
を
行
う
も

の
を
い
い
ま
す
。

　
　（
イ
） 　
「
事
業
保
険
」
…
法
人
あ
る
い
は
企
業
者
が
契
約
者
と
な
り
従
業
員
又
は
役
員
が
被
保
険
者
と
な
る
保
険
で
、
内
容

は
普
通
の
個
人
が
契
約
者
と
な
る
養
老
保
険
と
変
わ
り
ま
せ
ん
が
、従
業
員
が
10
名
以
上
、つ
ま
り
契
約
が
10
本
以
上
に

な
る
と
、
そ
れ
を
ひ
と
ま
と
め
に
し
て「
事
業
保
険
」と
い
い
ま
す
。
保
険
料
は
法
人
あ
る
い
は
企
業
主
が
支
払
い
ま
す

が
、保
険
金
の
受
取
人
は
法
人
・
企
業
主
に
す
る
か
又
は
従
業
員
・
役
員
に
す
る
か
に
よ
っ
て
2つ
の
方
法
が
あ
り
ま
す
。

前
者
の
場
合
は
、保
険
料
は
資
産
勘
定
に
組
み
入
れ
ら
れ
、後
者
の
場
合
は
保
険
料
は「
み
な
し
給
与
」と
し
て
、つ
ま
り

従
業
員
の
所
得
と
し
て
損
金
に
計
上
さ
れ
ま
す
。
そ
し
て
後
者
の
場
合
を
特
に「
福
祉
厚
生
保
険
」と
よ
び
ま
す
。

　
　（
ウ
） 　
「
調
整
年
金
」
…
厚
生
労
働
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
厚
生
年
金
基
金
を
設
立
し
、
厚
生
年
金
保
険
法
で
い
う

老
齢
年
金
及
び
通
算
老
齢
年
金
の
報
酬
比
例
部
分
を
企
業
年
金
で
代
行
す
る
年
金
制
度
の
こ
と
で
厚
生
年
金

基
金
制
と
も
い
い
ま
す
。

　
　（
エ
） 　
「
適
格
年
金
」
…
事
業
主
と
信
託
銀
行
又
は
生
命
保
険
会
社
が
退
職
労
働
者
に
対
す
る
退
職
年
金
の
支
給
を

目
的
と
し
た
信
託
契
約
又
は
生
命
保
険
契
約
を
結
び
、
国
税
庁
長
官
の
承
認
を
得
て
税
法
上
事
業
主
の
掛
金
を

損
金
と
し
て
取
扱
う
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
、い
わ
ゆ
る
社
外
積
立
て
の
制
度
を
い
い
ま
す
。

　
　（
オ
） 　
「
そ
の
他
」
…
退
職
一
時
金
を
会
社
が
預
か
っ
て
本
人
の
選
択
し
た
支
払
い
方
法
で
年
金
払
い
を
す
る
社
内

預
金
型
の
も
の
等
が
含
ま
れ
ま
す
。

（
4）
 　
退
職
年
金
制
度
が
あ
る
場
合
、
そ
れ
は
拠
出
制
で
す
か
。

無
拠
出
制
で
す
か
。

（
注
） 　
「
拠
出
制
」
…
労
働
者
が
掛
金
の
全
部
又
は
一
部
を

負
担
す
る
こ
と
を
い
い
ま
す
。

　
2
　
非
正
規
の
職
員

（
1）
　
非
正
規
の
職
員
の
退
職
金
制
度
は
設
け
て
い
ま
す
か
。

　
3
　
退
職
金
制
度
が
あ
る
場
合
、以
下
の
条
件
の
場
合
の
モ
デ
ル
退
職
金
の
額
を
お
答
え
く
だ
さ
い
。

　
モ
デ
ル
退
職
金
と
は
、通
常
に
学
校
を
卒
業
し
、す
ぐ
に
貴
社
に
就
職
し
た
者
が
、普
通
の
能
力
と
成
績
で
勤
務
し

た
場
合
に
、貴
社
の
退
職
金
制
度
の
も
と
で
勤
務
年
数
に
よ
り
算
出
し
た
退
職
金
を
い
い
ま
す
。

1
拠
出
制

2
無
拠
出
制

1
設
け
て
い
る

2
設
け
て
い
な
い

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
区 　 　 分

勤 続 年 数

年 　 　 齢

会
社
都
合
退
職

自
己
都
合
退
職

退
　
職
　
金
　
額

退
　
職
　
金
　
額

う
ち
年
金
原
価
額

う
ち
年
金
原
価
額

高 　 校 　 卒

10
28

万
円

万
円

万
円

万
円

20
38

万
円

万
円

万
円

万
円

30
48

万
円

万
円

万
円

万
円

定
年（
　
）歳

万
円

万
円

大 　 学 　 卒

10
32

万
円

万
円

万
円

万
円

20
42

万
円

万
円

万
円

万
円

30
52

万
円

万
円

万
円

万
円

定
年（
　
）歳

万
円

万
円
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（
注
）（
ア
） 　
こ
の
表
は
、
貴
社
に
独
自
の
退
職
金
制
度
が
あ
る
場
合
の
ほ
か
、
中
小
企
業
退
職
金
制
度
等
を
利
用
し
て
い

る
場
合
に
つ
い
て
も
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。（
例
え
ば
中
小
企
業
退
職
金
制
度
利
用
の
場
合
は
、
現
在
の
掛
金
を

納
め
続
け
た
時
に
見
込
ま
れ
る
退
職
金
額
を
記
入
。
上
乗
せ
分
が
あ
る
場
合
は
、合
算
し
て
記
入
。）

　
　（
イ
） 　
職
種
に
よ
り
退
職
金
額
が
異
な
る
場
合
は
、
上
記
分
類
労
働
者
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
代
表
的
な
職
種
の
退

職
金
額
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　（
ウ
） 　
「
退
職
金
額
」
…
退
職
一
時
金
制
度
の
み
の
場
合
は
退
職
一
時
金
、
退
職
年
金
制
度
の
み
の
場
合
は
退
職
年

金
原
価
額
、
退
職
一
時
金
制
度
と
退
職
年
金
制
度
の
併
用
の
場
合
は
退
職
一
時
金
と
退
職
年
金
原
価
額
の
合
計

で
す
。
な
お
、厚
生
年
金
基
金
に
つ
い
て
は
、プ
ラ
ス
・
ア
ル
フ
ァ
部
分
に
つ
い
て
の
み
含
め
て
く
だ
さ
い
。

　
　（
エ
） 　
「
年
金
原
価
額
」
…
何
年
か
に
わ
た
っ
て
支
払
う
べ
き
年
金
額
の
総
額
か
ら
、
そ
の
間
に
生
ず
る
利
息
分
を

控
除
し
て
現
在
の
金
額
に
換
算
し
た
額
で
す
。
支
給
期
間
が
終
身
の
場
合
は
、
保
証
期
間
（
保
証
期
間
が
な
い

場
合
は
15
年
）で
算
出
し
て
く
だ
さ
い
。（
な
お
、
厚
生
年
金
、
国
民
年
金
、
各
共
済
年
金
等
の
公
的
年
金
は
含
み

ま
せ
ん
が
、厚
生
年
金
基
金
の
プ
ラ
ス
・
ア
ル
フ
ァ
部
分
を
含
み
ま
す
。）

　
　（
オ
）　
金
額
の
単
位
は
万
円
と
し
、そ
れ
未
満
は
四
捨
五
入
し
て
く
だ
さ
い
。

7
男
女
共
同
参
画
の
状
況

　
1
　
女
性
の
昇
進
・
参
画

（
1）
 　
大
卒
標
準
労
働
者（
注
）が
、入
社
か
ら
昇
給
・
昇
格

し
て
い
く
と
き
に
、実
態
と
し
て
男
女
間
で
差
が
あ
り

ま
す
か
。

（
注
） 　
大
卒
標
準
労
働
者
…
…
大
学
卒
業
後
、直
ち
に

企
業
に
入
社
し
、同
一
企
業
に
継
続
し
て
勤
務
し

て
い
る
労
働
者

（
2）
 　
大
卒
標
準
労
働
者
の
男
女
間
格
差
が
あ
る
と
す
れ

ば
、入
社
何
年
目
頃
か
ら
で
す
か
。

1
男
性
の
方
が
女
性
よ
り
は
や
く
昇

給
・
昇
格
す
る
者
が
多
い

2
女
性
の
方
が
男
性
よ
り
は
や
く
昇

給
・
昇
格
す
る
者
が
多
い

3
男
女
と
も
変
わ
ら
な
い

4
把
握
し
て
い
な
い

5
対
象
と
な
る
女
性（
男
性
）労
働
者
が

い
な
い
の
で
比
較
で
き
な
い

1
入
社
し
て
か
ら
5年
目
ま
で

2
入
社
し
て
か
ら
6
～
10
年
目
ま
で

3
入
社
し
て
か
ら
11
～
15
年
目
ま
で

4
入
社
し
て
か
ら
16
～
20
年
目
ま
で

5
管
理
職
に
昇
進
す
る
と
き

6

そ
の
他（
具
体
的
に
）

（
）

7
わ
か
ら
な
い

－
12
－

（
3）
 　
平
成
23
年
7月
末
に
お
け
る
常
用
労
働
者
の
う
ち
、
男
女
別
、
年
齢
別
の
管
理
職（
注
）の
人
数
に
つ
い
て
記
入
し
て

く
だ
さ
い
。

単
位
：
人

（
注
） 　
管
理
職
…
…
管
理
職
に
は
、事
業
所
の
組
織
系
列
の
各
部
署
に
お
い
て
、配
下
の
係
員
等
を
指
揮
・
監
督
す
る

役
職
の
ほ
か
、専
任
職
、ス
タ
ッ
フ
管
理
職
等
と
呼
ば
れ
て
い
る
役
職
を
含
み
ま
す
。

　
　
 　
部
長
・
課
長
等
の
役
職
名
を
採
用
し
て
い
な
い
場
合
や
、次
長
等
役
職
欄
に
な
い
職
に
つ
い
て
は
、貴
事
業
所

の
実
態
に
よ
り
、ど
の
役
職
に
該
当
す
る
か
適
宜
判
断
し
て
く
だ
さ
い
。

（
4）
 　
常
用
労
働
者（
正
規
の
職
員
）以
外
の
管
理
職
が
い
る
場
合
は
、
雇
用
形
態（
臨
時
・
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
）、
職
階（
係

長
相
当
・
課
長
相
当
・
部
長
相
当
）、
性
別（
男
性
・
女
性
）、
年
齢（
何
歳
）、
人
数（
何
人
）を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

（
5）
 　
女
性
の
活
用
に
当
た
っ
て
の
問

題
点
と
考
え
ら
れ
る
も
の
を
選
ん

で
く
だ
さ
い
。（
複
数
回
答
可
）

1
女
性
の
勤
務
年
数
が
平
均
的
に
短
い

2
家
庭
責
任
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る

3
一
般
的
に
女
性
は
職
業
意
識
が
低
い

4
顧
客
や
取
引
先
を
含
め
社
会
一
般
の
理
解
が
不
十
分
で
あ
る

5
中
間
管
理
職
の
男
性
や
同
僚
の
男
性
の
認
識
、理
解
が
不
十
分
で
あ
る

6
時
間
外
労
働
、深
夜
業
を
さ
せ
に
く
い

7
女
性
の
た
め
の
就
業
環
境
の
整
備
に
コ
ス
ト
が
か
か
る

8
重
量
物
の
取
り
扱
い
や
危
険
有
害
業
務
に
つ
い
て
、法
制
上
の
制
約
が
あ
る

9
女
性
の
活
用
方
法
が
わ
か
ら
な
い

10
そ
の
他（
具
体
的
に
）

（
）

11
特
に
な
し

係
長
相
当
職

課
長
相
当
職

部
長
相
当
職

男
　
性

女
　
性

男
　
性

女
　
性

男
　
性

女
　
性

30
歳
未
満

30
～
39
歳

40
～
49
歳

50
～
59
歳

60
歳
以
上

計
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（
6）
 　
平
成
22
年
8月
か
ら
平
成
23
年
7月
に
お
け
る
職
務

能
力
向
上
の
た
め
の
社
内
外
の
研
修
の
参
加
延
人
数

を
、男
女
別
・
職
階
別
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

（
7）
 　
貴
社
の
経
営
に
は
、
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
・
ア
ク
シ
ョ
ン

（
注
）の
措
置
が
あ
り
ま
す
か
。

（
注
） 　
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
（
積
極
的
改
善
措

置
）
…
…
採
用
や
管
理
職
登
用
な
ど
で
、男
女
間

に
事
実
上
の
格
差
が
あ
る
場
合
に
、こ
れ
を
解
消

す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
る
一
定
枠
の
暫
定
的
な

特
別
措
置

（
8）
 　
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
の
措
置
が
あ
る
場
合

又
は
検
討
中
の
場
合
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
す
か
。

（
複
数
回
答
可
）

　
2
　
仕
事
と
育
児
の
両
立
支
援

（
1）
 　
結
婚
、出
産
、育
児
等
に
よ
る
退
職
者
に
対
し
て
、再

雇
用
制
度
が
あ
り
ま
す
か
。

（
2）
 　
再
雇
用
制
度
が
あ
る
場
合
、
平
成
22
年
8月
か
ら
平

成
23
年
7月
に
お
け
る
利
用
人
数
を
男
女
別
・
雇
用
形

態
別
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

　
3
　
職
場
環
境

（
1）
 　
従
業
員
に
、セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
防

止
を
周
知
し
て
い
ま
す
か
。

（
2）
 　
職
場
内
に
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
関

す
る
相
談
員
を
設
置
し
て
い
ま
す
か
。（
複
数
回
答
可
）

（
3）
 　
設
置
し
て
い
る
場
合
、
平
成
22
年
8月
か
ら
平
成
23

年
7月
に
お
け
る
相
談
件
数
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

1
あ
る

2
検
討
中
で
あ
る

3
な
い

1
あ
る

2
な
い

3
検
討
中
で
あ
る

男
性（
人
）

女
性（
人
）

常
　
　
　
用

（ 内   訳 ）

正規
の職
員・
従業
員

正規
の職
員・
従業
員以
外

臨
　
　
　
時

パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー

男
性（
人
）

女
性（
人
）

管
理
職

一
　
般

1
女
性
が
い
な
い
又
は
少
な
い
職
務
に
つ
い
て
、意

欲
と
能
力
の
あ
る
女
性
を
積
極
的
に
採
用
す
る

2
女
性
が
い
な
い
又
は
少
な
い
職
務・
役
職
に
つ
い
て
、

意
欲
と
能
力
の
あ
る
女
性
を
積
極
的
に
登
用
す
る

3
女
性
が
い
な
い
又
は
少
な
い
職
務
・
役
職
に
女
性
が

従
事
す
る
た
め
、教
育
訓
練
を
積
極
的
に
実
施
す
る

4
女
性
の
管
理
職
登
用
を
増
や
す
た
め
の
具
体

的
な
計
画
・
目
標
数
を
設
定
す
る

5
そ
の
他（
具
体
的
に
）

（
）

1
い
る

2
い
な
い

1
い
る（
男
性
相
談
員
）

2
い
る（
女
性
相
談
員
）

3
い
な
い

件

－
14
－

　
4
　
職
場
の
制
度
・
慣
行

（
1）
 　
女
性
の
み
に
適
用
さ
れ
る
職
場

制
度
や
慣
行
が
あ
る
場
合
、
記
入

し
て
く
だ
さ
い
。（
複
数
回
答
可
）

（
2）
　
女
性
の
み
に
適
用
さ
れ
る
職
場
制
度
・
慣
行
が
あ
る
場
合
、そ
の
理
由
が
あ
れ
ば
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

8
賃
金
制
度

　
1
　
平
成
2
3
年
7
月
分
賃
金

　
　（
注
） 　
常
用
労
働
者
数
（
正
規
の
職
員
）
の
合
計
は
、
2
ペ
ー
ジ
の
1
で
答
え
た
常
用
労
働
者
（
a'
＋
b
'）
の
計
と
一

致
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

（
注
）（
ア
） 　
貴
事
業
所（
会
社
全
体
で
は
あ
り
ま
せ
ん
）の
状
況
に
つ
い
て
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　（
イ
） 　
7月
分
と
し
て
実
際
に
支
給
し
た
賃
金
、
及
び
支
給
対
象
と
な
っ
た
常
用
労
働
者
（
正
規
の
職
員
）
の
状
況
に

つ
い
て
、そ
れ
ぞ
れ
合
計
数
、延
べ
数
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　（
ウ
） 　
7月
分
賃
金
と
は
、6
月
の
賃
金
締
切
日
の
翌
日
か
ら
7月
の
賃
金
締
切
日
ま
で
の
1か
月
間
の
労
働
に
対
す
る
賃
金
と
し
ま
す
。

　
　（
エ
） 　
「
所
定
内
賃
金
」
…
就
業
規
則
や
労
使
協
定
、
労
働
協
約
等
に
定
め
ら
れ
た
労
働
時
間
（
所
定
内
労
働
時
間
）

に
対
し
て
支
給
さ
れ
る
賃
金
を
い
い
ま
す
。

　
　（
オ
） 　
「
所
定
外
賃
金
」
…
早
出
・
残
業
・
休
日
出
勤
な
ど
、
所
定
外
の
労
働
に
対
し
て
支
給
さ
れ
る
賃
金（
時
間
外

手
当
･休
日
手
当
）を
い
い
ま
す
。

　
　（
カ
）　
カ
ウ
ン
ト
の
対
象
と
な
る「
常
用
労
働
者（
正
規
の
職
員
）」
…
2ペ
ー
ジ
の
1
の（
注
）を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

区
　
　
分

7月
分
の
賃
金

支
給
対
象
と

な
っ
た
常
用
労

働
者
数（
正
規
の

職
員
）（
実
人
数
）

賃
　
金
　
支
　
払
　
い
　
の
　
状
　
況

労
　
働
　
者
　
の
　
状
　
況

所
定
内
賃
金

所
定
外
賃
金

現
金
給
与
総
額

勤
続
年
数

年
　
　
齢

基
本
給
、役
付
手
当
、家

族
手
当
、住
宅
手
当
、通

勤
手
当
な
ど
の
総
額

時
間
外
手
当
、
休
日
勤

務
手
当
等
、
超
過
勤
務

手
当
の
総
額

所
定
内
賃
金
と
所
定
外
賃

金
の
合
計
金
額

7月
分
の
賃
金
支
給

対
象
と
な
っ
た
常

用
労
働
者（
正
規
の

職
員
）の
合
計
勤
続

年
数（
延
べ
年
数
）

7月
分
の
賃
金
支
給

対
象
と
な
っ
た
常

用
労
働
者（
正
規
の

職
員
）の
合
計
年
齢

（
延
べ
年
齢
）

事
務
・
販
売

技
術
労
働
者

男
性

人
千 円

千 円
千 円

年
歳

女
性

人
千 円

千 円
千 円

年
歳

技
能
・
労
務

労
働

者

男
性

人
千 円

千 円
千 円

年
歳

女
性

人
千 円

千 円
千 円

年
歳

1
補
助
的
、内
部
的
仕
事
だ
け
を
す
る

2
制
服
の
着
用

3
職
員
又
は
来
客
に
対
す
る
お
茶
出
し

4
職
場
内
の
掃
除

5
結
婚
退
職
又
は
出
産
退
職

6
住
宅
資
金
・
生
活
資
金
等
の
貸
付
の
場
合
、
男
性
に
は
添
付
さ
せ
な

い
配
偶
者
の
所
得
証
明
書
等
を
添
付
さ
せ
て
い
る

7
住
宅
手
当
・
扶
養
手
当
等
の
支
給
の
場
合
、
男
性
に
は
添
付
さ
せ
な

い
配
偶
者
の
所
得
証
明
書
等
を
添
付
さ
せ
て
い
る

8
そ
の
他（
具
体
的
に
）

（
）

9
特
に
な
し



 －85－
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2
　
各
種
手
当

　
右
の
よ
う
な
手
当
を
支
給
し
て
い
ま
す
か
。

　
支
給
し
て
い
る
手
当
を
い
く
つ
で
も
選
ん
で
く
だ
さ
い
。

　
3
　
初
任
給
・
モ
デ
ル
賃
金
（
基
本
給
）

　
モ
デ
ル
賃
金
と
は
、通
常
に
学
校
を
卒
業
し
、す
ぐ
に
貴
社
に
就
職
し
た
者
が
、普
通
の
能
力
と
成
績
で
勤
務
し
た

場
合
に
、貴
事
業
所
の
賃
金
規
定
、又
は
昇
給
事
情
の
も
と
で
勤
続
年
数
に
応
じ
て
ど
の
よ
う
に
賃
金
が
上
が
る
か
を

算
出
し
た
賃
金
を
い
い
ま
す
。

（
注
）（
ア
）　
前
ペ
ー
ジ
図『
賃
金
体
系
』の
「
基
本
給
」に
あ
た
る
額
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　（
イ
） 　
こ
の
表
に
は
、
平
成
23
年
7月
分
賃
金
に
適
用
さ
れ
る
数
字
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。「
初
任
給
」
に
つ
い
て

も
、
4月
以
降
べ
ー
ス
ア
ッ
プ
の
あ
っ
た
場
合
は
、ア
ッ
プ
後
の
数
字
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　（
ウ
）　
職
種
に
よ
り
賃
金
が
異
な
る
場
合
は
、学
歴
別
に
そ
れ
ぞ
れ
代
表
す
る
職
種
の
数
字
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　（
エ
）　
金
額
の
単
位
は
百
円
と
し
て
、そ
れ
未
満
は
四
捨
五
入
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　（
オ
）　
こ
の
ほ
か
、「
給
与
表
等
の
あ
る
事
業
所
」「
給
与
表
等
の
な
い
事
業
所
」別
の
注
意
事
項
は
、次
ペ
ー
ジ
の
と
お
り
で
す
。

1
役
付
手
当

2
家
族
手
当

3
通
勤
手
当

4
住
宅
手
当

5
そ
の
他

（
）

基
本
給
、
年
齢
給
、
学
歴
給
、
勤
続
給
、
能
力
給
、
技
能
給
等

役
付
手
当
管
理
職
手
当

特
殊
勤
務
手
当
（
特
殊
作
業
手
当
、
特
殊
勤
務
手
当
等
）

能
率
給
（
生
産
報
奨
金
、
生
産
手
当
、
販
売
奨
励
金
、
歩
合
給
等
）

精
皆
勤
手
当

家
族
手
当

住
宅
手
当

物
価
手
当
（
地
域
給
、
都
市
手
当
等
）

通
勤
手
当

そ
の
他
の
手
当
（
所
得
外
給
与
に
該
当
す
る
手
当
を
除
く
）

超
過
勤
務
手
当
（
時
間
外
勤
務
手
当
、
深
夜
勤
務
手
当
、
休
日
出
勤
手
当
、
交
替
制
勤
務
手
当
）

宿
日
直
手
当

諸
手
当

基
本
給

給
与
総
額

所
定
内
賃
金

所
定
外
賃
金

賃
金
体
系

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
満 年 齢

中
　
　
学
　
　
卒

高
　
　
校
　
　
卒

短
大
・
高
専
・
専
門
学
校
卒

大
　
　
学
　
　
卒

勤 続
年 数

金
　
　
　
　
額

勤 続
年 数

金
　
　
　
　
額

勤 続
年 数

金
　
　
　
　
額

勤 続
年 数

金
　
　
　
　
額

初
任
給

初 任 給
百
円

初 任 給
百
円

初 任 給
百
円

初 任 給
百
円

20
5 年

百
円

2 年
百
円

25
10 年

百
円

7 年
百
円

5 年
百
円

3 年
百
円

30
15 年

百
円

12 年
百
円

10 年
百
円

8 年
百
円

35
20 年

百
円

17 年
百
円

15 年
百
円

13 年
百
円

40
25 年

百
円

22 年
百
円

20 年
百
円

18 年
百
円

45
30 年

百
円

27 年
百
円

25 年
百
円

23 年
百
円

50
35 年

百
円

32 年
百
円

30 年
百
円

28 年
百
円

55
40 年

百
円

37 年
百
円

35 年
百
円

33 年
百
円

－
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給
与
表
、又
は
そ
れ
に
準
ず
る
給
与
規
定
等
が
あ
る
事
業
所
の
場
合

①
 　
学
歴
､年
齢
別
の
そ
れ
ぞ
れ
の
条
件（
○
○
卒
､○
○
歳
）に
合
致
す
る
従
業
員
が
い
る
､い
な
い
に
か
か
わ
ら
ず
､貴
事
業
所（
会
社

全
体
で
は
あ
り
ま
せ
ん
）に
適
用
さ
れ
る
給
与
表
､規
定
及
び
昇
給
基
準
等
に
従
い
、本
表
の
す
べ
て
の
欄
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

②
　
ま
た
、給
与
表
・
規
定
上
、記
入
不
可
能
な
部
分
に
つ
い
て
は
空
欄
の
ま
ま
で
結
構
で
す
。

③
　
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
（
定
義
は
2ペ
ー
ジ
の
1
の（
注
）を
参
照
）に
つ
い
て
は
、記
入
し
て
い
た
だ
か
な
く
て
結
構
で
す
。

給
与
表
、又
は
そ
れ
に
準
ず
る
給
与
規
定
等
が
な
い
事
業
所
の
場
合

①
 　
学
歴
､年
齢
別
の
そ
れ
ぞ
れ
の
条
件（
○
○
卒
､○
○
歳
）に
合
致
す
る
従
業
員
が
い
る
場
合
は
､そ
の
金
額
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

②
 　
学
歴
、年
齢
別
の
そ
れ
ぞ
れ
の
条
件
に
合
致
す
る
従
業
員
が
い
な
い
場
合
は
、条
件
に
最
も
近
い
現
存
者
の
賃
金
か
ら
推
定
し
た
金

額
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、推
定
困
難
な
場
合
は
、空
欄
の
ま
ま
で
結
構
で
す
。

③
　
推
定
に
あ
た
っ
て
は
、以
下
の
方
法
を
と
っ
て
く
だ
さ
い
。

　
・
 勤
続
年
数
に
よ
る
賃
金
決
定
方
式
を
と
っ
て
い
る
事
業
所
に
つ
い
て
は
、
本
表
の
勤
続
年
数
に
し
た
が
っ
て
推
定
記
入
し
て
く
だ

さ
い
。（
例
：
中
卒
50
歳
、勤
続
年
数
10
年
の
従
業
員
が
い
る
場
合
、｢
中
卒
25
歳
、勤
続
年
数
10
年
｣の
欄
に
賃
金
を
記
入
）

　
・
 年
齢
、勤
続
年
数
両
方
を
考
慮
す
る
場
合
は
、両
者
の
ウ
エ
イ
ト
を
考
慮
の
う
え
各
推
定
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

④
　
日
給
制
の
場
合
は
、月
給（
日
給
×
25
日
）に
換
算
し
て
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

⑤
　
従
業
員
の
ほ
と
ん
ど
が
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
の
場
合
は
､労
働
日
数
･時
間
を
正
規
従
業
員
並
と
し
て
換
算
し
て
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

（
計
算
方
法
）

・
時
給
制
の
場
合
　
時
給
×
正
規
の
職
員
の
1日
の
労
働
時
間
あ
る
い
は
8時
間
×
正
規
の
職
員
の
1か
月
の
労
働
日
数
あ
る
い
は
25
日

・
日
給
制
の
場
合
　
日
給
×
正
規
の
職
員
の
1日
の
労
働
時
間
あ
る
い
は
8時
間
×
正
規
の
職
員
の
1か
月
の
労
働
日
数
あ
る
い
は
25
日

  
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
の
1日
の
労
働
時
間

・
月
給
制
の
場
合
　
月
給
×
正
規
の
職
員
の
1日
の
労
働
時
間
あ
る
い
は
8時
間
×
正
規
の
職
員
の
1か
月
の
労
働
日
数
あ
る
い
は
25
日

  
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
の
1日
の
労
働
時
間
 

パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
の
1か
月
の
労
働
日
数

お
問
い
合
わ
せ
先

古
紙
配
合
率
7
0
％
再
生
紙
を

使
用
し
て
い
ま
す
。

名
　
　
称

所
　
　
在
　
　
地

電
話
番
号

担
 当
 区
 域

県
北
地
方
振
興
局

企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課

〒
96
0－
80
43
  福
島
市
中
町
1番
19
号

　
　
　
　
　
   
自
由
民
主
福
島
会
館
内

（
02
4）
52
3－
23
63

福
島
市
、二
本
松
市
、 
伊
達
市
、

本
宮
市
、伊
達
郡
、安
達
郡

県
中
地
方
振
興
局

企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課

〒
96
3－
85
40
  郡
山
市
麓
山
1丁
目
1番
1号

（
02
4）
93
5－
12
92

郡
山
市
、須
賀
川
市
、 
田
村
市
、

岩
瀬
郡
、石
川
郡
、田
村
郡
  

県
南
地
方
振
興
局

企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課

〒
96
1－
09
71
  白
河
市
昭
和
町
26
9番
地

（
02
48
）2
3－
15
46

白
河
市
、西
白
河
郡
、東
白
川
郡

会
津
地
方
振
興
局

企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課

〒
96
5－
85
01
   
会
津
若
松
市
追
手
町
7番
5号

（
02
42
）2
9－
52
92

会
津
若
松
市
、 
喜
多
方
市
、 

耶
麻
郡
、河
沼
郡
、大
沼
郡

南
会
津
地
方
振
興
局

企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課

〒
96
7－
00
04

南
会
津
郡
南
会
津
町
田
島
字
根
小
屋
甲
42
77
番
地
の
1
（
02
41
）6
2－
52
07

南
会
津
郡

相
双
地
方
振
興
局

企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課

〒
97
5－
00
31

南
相
馬
市
原
町
区
錦
町
1丁
目
30
番
地

（
02
44
）2
6－
11
42

南
相
馬
市
、相
馬
市
、双
葉
郡
、

相
馬
郡

い
わ
き
地
方
振
興
局

企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課

〒
97
0－
80
26
  い
わ
き
市
平
字
梅
本
15
番
地

（
02
46
）2
4－
60
06

い
わ
き
市

県
庁
商
工
労
働
部
  雇
用
労
政
課

〒
96
0 －
86
70
   
福
島
市
杉
妻
町
2番
16
号

（
02
4）
52
1－
72
89

県
内
全
域
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